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平成平成平成平成１８１８１８１８年第年第年第年第３３３３回回回回（（（（９９９９月月月月））））南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録（（（（第第第第４４４４日日日日）））） 

                                      平成１８年９月２１日（木曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第４４４４号号号号））））    

                     平成１８年９月２１日 午前１０時開議 

    日程第 1   一般質問 

 日程第 2   議案第１５４号から議案第１６６号まで             （市長提出） 

 日程第 3   議案第１６７号から議案第１７３号まで             （市長提出） 

 日程第 4   議案第１７４号から議案第２１６号まで             （市長提出） 

    日程第 5   請願審査について 

 

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   一般質問 

 日程第 2   議案第1 5 4号 南丹市表彰条例の一部改正について        （市長提出） 

議案第1 5 5号 南丹市国民保護対策本部及び南丹市緊急事態対策本部条例の制定に 

ついて                     （市長提出） 

議案第1 5 6号 南丹市国民保護協議会条例の一部改正について   （市長提出） 

議案第1 5 7号 南丹市防災会議条例の一部改正について      （市長提出） 

議案第1 5 8号 南丹市市営バス運行事業に関する条例の一部改正について 

                        （市長提出） 

議案第1 5 9号 南丹市情報センター条例の一部改正について    （市長提出） 

議案第1 6 0号 南丹市地域情報通信ネットワーク施設条例の一部改正について 

                        （市長提出） 

議案第1 6 1号 南丹市国民健康保険条例の一部改正について    （市長提出） 

議案第1 6 2号 南丹市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

                        （市長提出） 

議案第1 6 3号 南丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部 

改正について                  （市長提出） 

議案第1 6 4号 字の区域設定について              （市長提出） 

議案第1 6 5号 京都中部広域消防組合規約の変更について     （市長提出） 

議案第1 6 6号 平成１７年度京都府市町村交通災害共済組合歳入歳出決算を認定に 

付する件                    （市長提出） 

 日程第 3   議案第1 6 7号 平成１８年度南丹市一般会計補正予算（第３号）  （市長提出） 

議案第1 6 8号 平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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                        （市長提出） 

議案第1 6 9号 平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

                        （市長提出） 

議案第1 7 0号 平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

                        （市長提出） 

議案第1 7 1号 平成１８年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（市長提出） 

議案第1 7 2号 平成１８年度南丹市商品券事業特別会計補正予算（第１号） 

                        （市長提出） 

議案第1 7 3号 平成１８年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第１号） 

                        （市長提出） 

 日程第 4   議案第1 7 4号 平成１７年度園部町一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 7 5号 平成１７年度園部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 7 6号 平成１７年度園部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 7 7号 平成１７年度園部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 7 8号 平成１７年度園部町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 7 9号 平成１７年度園部町商品券特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 0号 平成１７年度園部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 1号 平成１７年度園部町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 2号 平成１７年度園部町上水道事業会計決算認定について（市長提出） 

議案第1 8 3号 平成１７年度八木町一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 4号 平成１７年度八木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 8 5号 平成１７年度八木町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 6号 平成１７年度八木町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 
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議案第1 8 7号 平成１７年度八木町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 8 8号 平成１７年度八木町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 8 9号 平成１７年度八木町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 9 0号 平成１７年度八木町上水道事業会計決算認定について（市長提出） 

議案第1 9 1号 平成１７年度日吉町一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 9 2号 平成１７年度日吉町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 9 3号 平成１７年度日吉町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第1 9 4号 平成１７年度日吉町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 9 5号 平成１７年度日吉町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                     （市長提出） 

議案第1 9 6号 平成１７年度日吉町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出 

決算認定について                （市長提出） 

議案第1 9 7号 平成１７年度日吉町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第1 9 8号 平成１７年度日吉町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                     （市長提出） 

議案第1 9 9号 平成１７年度日吉町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 0号 平成１７年度美山町一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 1号 平成１７年度美山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第2 0 2号 平成１７年度美山町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 3号 平成１７年度美山町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 4号 平成１７年度美山町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて                      （市長提出） 

議案第2 0 5号 平成１７年度美山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 
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ついて                     （市長提出） 

議案第2 0 6号 平成１７年度美山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 7号 平成１７年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 0 8号 平成１７年度南丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                     （市長提出） 

議案第2 0 9号 平成１７年度南丹市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第2 1 0号 平成１７年度南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第2 1 1号 平成１７年度南丹市市営バス運行事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                     （市長提出） 

議案第2 1 2号 平成１７年度南丹市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第2 1 3号 平成１７年度南丹市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 1 4号 平成１７年度南丹市商品券事業特別会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第2 1 5号 平成１７年度南丹市土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

て                       （市長提出） 

議案第2 1 6号 平成１７年度南丹市上水道事業会計決算認定について（市長提出） 

    日程第 5   請願審査について 

 

出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２６２６２６２６名名名名））））    

 1番 仲   絹 枝     2番 大  一 三      3番 高 野 美 好 

 4番 森    次     5番 川 勝 眞 一      6番 末 武   徹 

 7番 橋 本 尊 文     8番 仲 村   学      9番 中 川 幸 朗 

 10番 小 中   昭     11番 川 勝 儀 昭     12番 藤 井 日出夫 

 13番 矢 野 康 弘     14番 森   嘉 三     15番 外 田   誠 

 16番  山 誠 治     17番 中 井 榮 樹     18番  村 則 夫 

 19番 井 尻   治     20番 村 田 憲 一     21番 松 尾 武 治 

 22番 八 木   眞     23番 谷   義 治     24番 吉 田 繁 治 

 25番 村 田 正 夫     26番 高 橋 芳 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    
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事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    課 長 補 佐   森   雅 克 

  係 長   西 村 和 代     主 事   井 上 美由紀 

     

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     助 役     仲 村   脩 

助 役     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     浅 野 敏 昭     参 与     中 島 三 夫 

総 務 部 長     塩 貝   悟     福 祉 部 長     永 塚 則 昭 

事 業 部 長     松 田 清 孝     福祉事務所長     永 口 茂 治 

水道事業所長     井 上 修 男     教 育 次 長     東 野 裕 和 

総務財政課長     伊 藤 泰 行     企画情報課長     小 寺 貞 明 

監 理 課 長     井 上 秀 雄     税 務 課 長     橋 本 早百合 

合併調整室長     大 野 光 博     市 民 課 長     吉 田   進 

健 康 課 長     大 内 早 苗     土木建築課長     川 勝 芳 憲 

都市計画課長     西 岡 克 己     農林商工課長     神 田   衛 

上 水 道 課 長     寺 尾 吾 朗     下 水 道 課 長     栃 下 孝 夫 

教育総務課長     榎 本 泰 文     学校教育課長     勝 山 美恵子 

社会教育課長     波 部 敏 和     出 納 課 長     寺 尾 眞知子 

農業委員会事務局長     川 辺 清 史     
園部支所長職務代理者

園部支所地域総務課長 

    山 内   明 

 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開議分開議分開議分開議    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    皆さん、おはようございます。 

  ご参集ご苦労に存じます。 

  ただ今の出席議員は２６名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより９月定例会を再開して、本日の会議を開きま

す。 

  日程に入るに先立って、ご報告いたします。 

市長より地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づく継続費精算報告２件が提

出されております。写しを手元に配布しておきましたので、お調べおき願います。 

  また、会議出席要求をしております國府参与につきましては、他の公務のため欠席の

届けが提出されておりますので、ご承知おき願います。 
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  以上で、報告終わります。 

  それではただちに日程に入ります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    一般質問一般質問一般質問一般質問    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 日程第１「一般質問」を行います。 

  ２１番、松尾武治議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治武治武治武治君君君君））））    議席番号２１番、活緑クラブ、松尾でございます。 

  皆さん、改めましておはようございます。 

  議長のお許しが出ましたので、ただいまから子育てに関連した質問をいたします。 

南丹市の市政は、旧町が取り組んでいた施策を継承するなかで進められていますが、

経過とともに様々な課題も出てまいりました。その一つが予想以上の財政規模に膨れ上

がっている財政状況で、財政調整基金の取り崩し額からみても、非常に厳しい状況で、

早急の行財政改革が求められます。代表質問の答弁でも、市長や参与から南丹市の財政

規模、行政改革、支所及び参与のあり方など発言がございました。答弁は異なった認識

で、前途多難な南丹市の状況が露見したと思われております。一部からは南丹市の将来

が危ぶまれるような発言もございました。旧町の状況や施策が大きく異なるなかで、一

体的なまちづくりをすすめるのには、市役所のなかからの意識改革が重要であり、支所

の先頭には参与が設置されております。一体的なまちづくりをめざすためには、支所の

意識改革も重要になります。旧町の施策を残すのと、支所の体質を残すのとは大きな違

いがございます。旧町の残された施策の継承と本庁機能の充実をバランスよく進めてい

ただきたいと考えます。市長の英断と指導力で、新市建設計画が示している南丹市の実

現と、市民に負荷のかからないところでの行財政改革で、中心部だけが栄えるのではな

く、周辺部までもが一体感が感じられる南丹市の実現を期待しております。園部町中心

市街地整備改善計画がホームページで公開されました。事業概要は、去る８月に実施さ

れた住民説明会で説明されましたが、行政からの一方的な説明で参加者からの質問は閉

ざされた、住民不在の説明会で幕を閉じました。開かれた市政とは程遠い市長の姿勢に、

不満と不安を発しながら帰宅された参加者を見受け、市街地再開発が、果たして住民主

体の事業になっているのか危惧をしております。事業内容の精査はできておりませんが、

シンボルロード・街路計画、重点整備区としての基本方針など、実態の認識を含め、合

併を機会に南丹市全域を見据えた形での検証が必要と考えられます。中心部の街路計画

は、周辺部の道路状況と比較すると格差を感じます。南丹市の発展は誰しもが望んでお

り、４町の均衡ある発展で、周辺部にも光が届く施策の展開を求めております。厚生常

任委員会では、園部保育所の定員オーバー、０歳児の保育等、緊急課題の早期改善を提

言してまいりました。緊急課題として補正予算も提案され、園児の安全確保と住民のニ

ーズに沿った早期のご判断に敬意を表したいと思います。本日は０歳児から義務教育ま
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でを通して、住民の皆さんから届いている声を添えて質問いたしたいと思います。女性

の就労と出生率について、働いている女性の率が高いほど出生率も高く、逆に働いてい

る率が低いと出生率が低いデータが示されました。米国やオランダで女性の雇用状況の

改善とともに、出生率が回復した事例があると、９月１５日付けの新聞に掲載されてい

ましたが、少子化対策のヒントになりそうな記事であったというふうに思っております。 

  まずはじめに、働きながらの子育て支援が求められていますので、０歳児保育の充実

について質問をいたします。城南保育所の０歳児保育については、予算も提案されまし

た。現状の０歳児保育は、育児休暇明けの保育が主体となっております。定員の問題や

雇用形態によって利用できないときもあります。子どもを預けて働く場所を求めている

女性には門戸が閉ざされています。恵まれた労働環境で働いている女性に限らず、就労

を希望する女性すべてが安心して預けられる保育体制について、市長の見解をお聞きし

たいと思います。市が実施している子育て支援制度は、旧園部町の施策を参照に整備さ

れたものが多くあるように思われますが、今日的な住民のニーズと合致しているのか。

また、所得格差等による対応も必要と考えるが、市長の見解をお伺いいたします。 

  ３歳児までは親の手で子育てをという、いわゆる３歳児タブーといわれてきましたが、

子育てをしながら働かなくてはならない社会構造の観点から、幼稚園での保育機能の充

実と、保育園単独地域における就学前教育の充実が必要となります。このような背景か

ら、幼保一元化に向けた制度、認定こども園が新たに創設されましたが、この制度に対

する南丹市の認識と展望についてお伺いいたします。 

南丹市には小規模な保育所がありますが、園児に必要な経費の格差も大きく、保育環

境や機能の充実と通園バス等の対応も含めたなかで、統合も必要と考えますが、南丹市

における保育所の将来展望を含め、市長の見解をお伺いいたします。 

  次に小・中一貫教育について、特区等による先進事例が近隣にもあり、教育的な効果

も大きいといわれていますが、小・中一貫教育に対する見解を含め、南丹市が抱える小

規模校の対応について、市長及び教育長の見解をそれぞれお伺いいたします。 

また、１９年度に新設される放課後こどもプランについて、教育長の見解をお伺いい

たします。 

今朝の新聞報道を見ますと、気を失した感じがいたしますけれども、五ヶ荘小学校関

係者の心情を思うと、改めて地元の皆さんの思いを議事録に残す意味も込めて質問いた

します。ただ残念なことは地元との正式調印が行われていないにもかかわらず報道され

たことで、いささかでも行政不信につながらないことを願っております。旧日吉町では

町長が委嘱した委員による委員会を設置し、町長の諮問に基づき教育的観点からなる小

学校の統合を織り込んだ報告書が出されております。教育委員会による地域での説明会

等も実施されましたが、教育論の議論にすりかえられ難航し、暗礁に乗り上げた状態で

合併を迎えました。合併後は教育委員会の努力で統合の方向がまとめられたと聞いてお
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りますが、なぜ町長が施政方針でも、明確に示した施策が暗礁に乗り上げたのでしょう

か、教育委員会を孤立させないまでと議会で発言をされておりました。改築構想委員会

の報告書では、統合校の建設を求めていましたが、単独で殿田小学校の建設が進められ

ました。五ヶ荘小学校校下の住民感情を無視した施策の転換は、何が原因したのでしょ

うか。私は疑問を抱きながら、殿田小学校の改築工事の発注を議会で承認する前に、該

当の四ツ谷・佐々江地区住民の皆さんの声を聞いてきました。戸数にすると一割程度の

人たちの声ですけれども、南丹市教員委員会の対応に多くの人たちから賞賛の声も聞き

ました。なかでも交流学習での子どもの評価や、住民心情に立った南丹市教育委員会の

取り組みなどがありました。そのなかでも旧日吉町が二つの委員会を設置し、それぞれ

の答申・報告書を基に進めてきた地元対応に関わった発言がございました。特に南丹市

は小規模校が多く残されているので、私たちと同じ嫌な思いを、その人たちにも体験さ

せたくないために南丹市に届けて欲しいとの声がありました。旧日吉町では、教育委員

会が全面に出て、該当の五ヶ荘小学校ＰＴＡ等を対象に説明会が開催されました。その

主旨が教育的観点に基づき、複式学級の弊害、五ヶ荘小学校の教育水準などを中心で、

地域とともに考える配慮がなかった。その上に父兄に対して、子どもの将来を考えてい

ないのかとまでの暴言もあったようです。子どもの将来を考えない親がどこにあるでし

ょうか。複式学級の問題点も行政にいわれなくても父兄は父兄なりに知っている、懇談

会が地域とともに考える場所になっていなかった、また、統合場所も父兄として声を挟

む余地もなく、現状の場所で話が進められました。自然豊かな日吉の地で、もっと最適

な場所の確保ができなかったものか、このような声も聞きました。今後は五ヶ荘小学校

で育んできた、残したい校風も残しつつ、統合された学校づくりに努力していただきた

いとの要望がございました。なお、跡地利用についても国ではいろいろな施策があるよ

うに聞いております。地域の要望を聞きながら、市長部局が中心になって取り組んでい

ただきたいというふうに思っております。以上のような保護者の声を添えますが、小学

校の統合への経過・現状について、教育長に伺います。 

また、学校の統合には教育的な観点と財政的な観点があります。財政的な観点での見

解を市長にお伺いいたします。殿田小学校の改築工事が着工されております。児童の安

全性の確保と工事中の精神的な安定が危惧されますが、教育長の見解を伺います。 

設計図を見ると、空間の少ない設計で豊かな自然環境の中とは程遠い小学校と思われ

ますが、市長の見解をお伺いいたします。 

また、給食センターが併設されます。関係の父兄に対しての説明が十分にできている

のか。また、自校方式・センター方式それぞれの特質や、建設コスト・給食コストなど

についても様々な情報が父兄の間で流れております。父兄の理解が得られていないと考

えます。父兄に対して正しい情報を提供し、父兄の声を生かしつつ施策の展開を図る必

要があると考えます。引き続き説明会を開催し、正しい情報の提供が必要と考えるが、

教育長の考えを伺います。 
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併せて冬場のバス通学の件における殿田中学校の対応について、ＰＴＡ役員が不信を抱い

ていると聞いております。各地で学校におけるいじめや様々な事件がエスカレートしており

ますが、教育委員会や学校では、事件後はじめて状況を把握するケースがほとんどのように

報道もされております。学校では様々な問題を未然に防ぐ必要があります。生徒をはじめ、

ＰＴＡ等からの発信に耳を傾け、生徒を軸足に置く判断が必要と考えるが、教育委員会の指

導も含めて、学校現場の状況をどのように認識しているのか、教育長の見解を伺います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 松尾武治議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） おはようございます。 

  それでは、松尾議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず子育ての支援につきまして、０歳児保育、これの件につきましてのご質問でござ

いました。 

私が申し上げるまでもなく、０歳児というのはまだまだ疾病等に対する抵抗力が弱く、

特に親との親密な関わりのもとに、家庭における家庭保育がその後の児童の成長発達に

大きな意味をもつ重要な時期であると考えております。そういったなかで０歳児保育を

実施することにつきましては保育所の設備や運営面において、保護者の皆さんのご意向

を十分踏まえた上で、慎重に検討・協議を重ねる必要があるというふうに考えておると

ころでございます。そういったなかで、運営の最低基準においても、保育士、看護士の

配置や乳児室の確保・整備が必要となっておるわけでございます。南丹市において、現

在、０歳児保育は八木東保育所で実施いたしておるところでございます。最近、特に園

部地域での０歳児保育に対する希望は、母親の就労の増加、また、核家族化の進行等の

なかで増加していることも事実でございます。こうした保護者からのご要望、そして子

育て支援、就労保障の観点を十分勘案し、園部地域における乳児保育の基盤整備の検討

を行っておるところでございます。 

また、南丹市における子育て支援の施策は、次世代を担う子どもたちを、安心して生

み育てるために、とりわけ若い世帯への経済的な支援や、共働き世帯等に対する子育て

の支援が重要な課題と位置づけられ、制度の充実に努めてきておるところでございます。

子育て祝金、すこやか手当、入学祝金等の支給等を行い、若い子育てをされておられる

世帯の経済的な負担の軽減を図るとともに、一方で、子育てサポート制度、また、保育

対策事業など、地域ぐるみで子育てを応援する事業も展開いたしておるところでござい

ます。南丹市で実施しております子宝祝金、また、入学祝金につきましては出産奨励、

また、入学のお祝を目的とした制度でございます。所得格差等による対応や、また、所

得制限等の導入は、この制度の目的から勘案して馴染まないのではないかというふうに

考えておるところでございます。 
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また、認定こども園についてのご質問があったわけでございます。この制度の主な内

容といたしましては、幼稚園と保育所の良いところを生かし、その両方の役割を果たす

幼保一元化施設としてつくることを目的としておるところでございますけれども、南丹

市におきましては、保育所の入所希望が大幅に増加している地域、また、子どもが少な

い地域では、子どもたちの集団生活を学べる程度の規模の集団が確保されにくく、子育

てについての不安を感じる保護者への支援も、十分でない地域もあるように考えており

ます。教育施設として幼稚園、そして児童福祉施設としての保育所、両者とも就学前教

育を実施する施設であり、次世代を担う子どもたちを預かる施設には変わりはないわけ

でございます。この認定こども園の制度は、現段階では不透明な部分も多く、国や京都

府、近隣市町村の動きなども注視しながら、多くの子育て世代の皆さん方のご意見もお

聞きしつつ、次世代行動計画策定委員会の計画に反映していくなかで、検討を行ってい

かなければならないというふうに考えておるところでございます。 

また、保育所の統合等につきましての将来展望はいかがかというご質問でございます

が、少子高齢化が急速に進むなかで、全市的に見ますと、出生数はやや減少の傾向にあ

り、現在、美山・日吉・八木地域での保育所に入所する児童数は減少傾向にあることも

事実でございます。現在、南丹市の保育所におきましては、通常の保育時間を超えて保

育する延長保育の実施、１・２歳児の育休明け保育、０歳児保育についても、施設を限

定しながらではございますが、実施施設の拡大に向けて整備を行っておるところでござ

います。また、家庭における保育が一時的に困難な場合、活用できる一時保育制度、ま

た障害児保育等も実施し、お母さんの就労保障とともに、南丹市のどこであっても、子

どもたちが集団の中で健やかな成長が促進できるよう、対応いたしていきたいというふ

うに考えておるところでございます。幼児期の健全な発達を保障するとともに、保育所

の役割を十分勘案しながら、適切な保育所の運営、また、定数の問題、そして通園バス

などの教育・保育環境について、保護者の皆さま方のご意見やご意向を尊重しつつ、今

後ともの検討が必要であるというふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようお

願いいたします。 

  次に小規模校の小学校の問題につきましてのご質問があったわけでございます。 

現在、南丹市域におきまして小規模校、多数あることも事実でございます。私は子ど

もたちにとってどのような環境で学ばせることがいいのか、このことについて十分な論

議が必要であり、また、小規模校のデメリット・メリットにつきましての検討も十分行

う必要があるというふうに考えておるところでございます。そういったなかで学校生活

をはじめ、学校行事やクラブ活動等において活発な活動を促すには、一定規模の児童生

徒数の確保が必要であるとも考えておるところでございます。適正規模の集団のなかで、

児童生徒が相互に刺激しあいながら学習でき、活力ある学校づくりを進めることは、教

育効果の向上につながるものであるというふうに考えておるところでございます。社会、

経済状況の変化による過疎化、また、少子化の進展など児童生徒数は減少しておる状況
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でございますが、南丹市においても、小規模校については子どもを中心において、地域

のご意見や保護者のみなさま方のご理解、ご意見を得るなかで十分な連携を図りながら、

検討してまいらなければならない課題であると認識いたしておるところでございます。 

  五ヶ荘小学校の統合に向けてのお話、また、ご意見、そしてご質問をいただいたわけ

でございます。昨日の答弁でも申しましたようにＰＴＡの皆さん、また地域の皆さま方

には今日までたいへんなご心労、また、ご理解、ご尽力を賜ってまいりましたことに改

めて、重ねて敬意を表するしだいでございます。教育的な観点、また、財政的な観点か

ら見た場合、小学校の統合というのは行政課題として、たいへん大きな課題であるとい

うふうに考えておるところでございます。まず第一に、教育的な観点から子どもたちを

中心に考え、児童数が減少するなかで教育環境の整備を主眼に考えていかなければなら

ない課題であり、今後とも、地元やＰＴＡの皆さま方のご理解ご協力なしには進展しな

い課題であるというふうに認識いたしておるところでございます。また、学校経営にか

かる財政面の経費としては、管理運営費並びに人件費などが必要となっております。施

設につきましても、将来、老朽化する小学校施設整備に多くの予算措置が必要となるな

かで、財政的な観点から見ると、費用対効果も考えなければならない課題であり、今後

の検討課題であるというふうに認識いたしておるところでございます。 

また、殿田小学校の改築問題につきまして、特に空間の少ない設計で豊かな自然環境とは

いえないんじゃないかというご意見でございます。私自身は今回の空間の少ないなかでの設

計ということにつきましては、小学校改築等構想推進委員会の、現在の殿田小学校校地で、

という報告を受け、与えられた条件の中で、殿田小学校の敷地内で、最も効率的なレイアウ

トを検討してまいったわけでございますし、また、教育委員会といたしましても、その部分

につきまして十分な検討を加えてきたわけでございます。校舎につきましては３階建てを２

階建て及び平屋建てにし、多目的スペースも設置して、ゆとりのある空間を創造いたしてお

ります。体育館や校舎の内装には木材をふんだんに使用し、環境教育面に配慮するなど、豊

かな自然環境の中で、最大限の教育効果が期待できる学校であるというふうに考えておりま

すので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げ答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

  牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 松尾議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  まず最初に、小規模校の将来展望というような状況でございますが、今も市長の答弁

にありましたように、子どもたちをどのような環境で学ばせるかと、このことが第一点で

あろうと。常に子どもを中心にして、学校規模、適正配置という状況について考えていく

べきだと、このように思います。また、少人数という状況で若い人たちのニーズ、とりわ

けＵターンやＩターンに応えるという意味でも適正規模で、また、学校活性化を図ってい

くという状況も、このニーズに応えることでたいへん大事なことであろうと、このように

思います。とりわけ学校生活をはじめとして活力ある学校がつくるというような状況では、
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やはり一定規模の児童生徒数の確保というような状況があろうかと思いますが、やはり教

育の充実という視点で子どもを中心としたなかで考えていくべきだと、このように思いま

す。 

  続きまして、小・中一貫校にかかわってでありますが、現在のところ特区を使っての

一貫教育を実施するという状況は考えておりません。ただ、本年度南丹市としては、中

学校ブロックごとで保・幼・小・中の連携接続を図りながら、学習や指導の体系化等を

めざし、より充実した教育となるよう取り組みを進めているところでありますので、当

面このことを中心におきながら、小・中一貫教育的な状況になりますよう、保・幼・

小・中の連携接続の充実を期してまいりたいと、このように思っております。 

続きまして、新設される放課後子どもプランにつきましては、まだ、より具体化され

ておりません。この具体化をされれば早急な対応が必要であると考えております。放課

後子どもプランの実施により、子どもの安全ですこやかな居場所を確保し、総合的な放

課後対策として実施できますよう努力してまいりたいと思っております。 

続きまして、中学校の対応と合わせて、登下校の安全確保についてであります。子ど

もたちが安心して学校生活が送れるようにするというのは大人の努めであろうとこのよ

うに考えております。現在、学校、ＰＴＡ、地域住民の皆さま方と行政が中心となって

関係機関と調整するなかで、この取り組みを進めているところであります。今後とも継

続して行っていく必要があると、このように考えております。そういうなかで冬場の登

下校や熊の出没等にあわせて、臨時的に徒歩通学をバス通学に変更するなどして実施を

して、これに対応してきているところでありますが、今後とも、地元区や保護者等の要

望、あるいは熊の出没等の不測の事態を踏まえて、学校が対応を必要と判断した場合に

つきましては教育委員会との協議の上、安全確保するため、バス通学等の弾力的な運用

も視野に入れた措置をしてまいりたいと、このように思っておりますのでご理解賜りま

すようよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  次に、五ヶ荘小学校の統合にかかわっての経過と現状についてであります。 

五ヶ荘小学校統合に向けた旧町からの経過と現状につきましては、既に議員ご承知お

きいただいております、答申や報告書を尊重するなかで、旧町時代から合併後の今日ま

で、常に子どもたちの教育環境はどうあるべきかを中心に据えて、区長さんをはじめと

する地元区、並びに五ヶ荘ＰＴＡの皆さんや教育振興会の皆さんと統合の問題について

継続して話し合いを実施し、調整を行ってまいりました。その結果、今月９月２日の話

し合いにおいて、ＰＴＡの総意として統合時期を来年、平成１９年４月からすることで

合意に至りました。現在、地元区と市長との間で覚書を取り交わせるよう、日程調整等

をしているところであります。この統合に係わりまして関係者の皆さま方につきまして

は、深いご理解と、多大なご尽力をいただきましたことに、また合わせて、いろいろな

思いの中で大きな決断をいただきましたことに対して深甚なる敬意を表し、また、これ

までのご労苦に心から感謝申し上げ、これまでの経過並びに現状の説明とさせていただ
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きます。今後ともご支援賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思っておりま

す。 

  続きまして、殿田小学校の改築にかかわってでございますが、今、市長の答弁のあっ

たとおりでございます。ただ、精神的な不安を与えないようにというような状況でござ

いますが、例えば大きな音が出るような状況の工事につきましては、できるだけ土曜・

日曜日に行うような配慮をし、また、子どもたちにとっては新しい学校づくりに希望が

抱けるよう学校を支援してまいりたいと、このように思っておりますので、ご理解を賜

りますようよろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

なお、給食施設についてでありますが、このことにつきましては小学校改築等構想推

進委員会の報告にありましたとおり、校舎改築等に合わせて検討してまいりました。給

食センターのメリットとして建設コストにつきましては、単独校を調理場にした場合に

つきましては、同じ厨房設備がそれぞれの学校に必要となることから、共同調理場の方

が割安となりますし、施設の維持管理経費につきましても共同調理場の方が抑えること

ができます。また、給食費につきましても、共同調理場は材料を大量仕入れできるため

食材の単価が割安となります。その他、衛生面におきましても共同調理場の方に多くの

メリットがあるというような状況から、殿田小学校改築と合わせて総合的に判断し、給

食センターの建築を決定いたした状況でございますので、ご理解賜るようにお願いを申

し上げます。 

  以上で、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

  松尾議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） いろんな形で答弁いただきましたけれども、特に幼保

一元化の問題で、今いろんな南丹市区域内の状況の中からというような形の話がありま

したけども、特に幼稚園の保育園機能ということも当然ですけども、保育園単独が設置

されている地域、特に日吉・美山地域につきましては保育園そのものの自助努力により

まして、就学前教育は十分、今のところはやっていただいておるのは実情ですけども、

やはり制度的にそのこと自体が実際は認められてないというふうに私は認識しとるんで

すけども、そういった意味から、やはりその国の制度をそのものを利用するということ

でなく、例えば八木町さんがやっておられるような幼児園のような形でも、一定認知さ

れるような形をつくるということが、やはり取り組んでいただいている保母さんの立場

を考えると、そういう配慮が、やはり必要だなあというふうに思いますが、このことに

ついて改めて質問いたします。 

  それといろいろと五ヶ荘小学校の経緯について、教育長の方から説明をいただきまし

た。本日も地元から来ていただいております。たいへん南丹市の教育委員会で、いわゆ

る子どもを中心に、軸足に置いた今回の統合の努力をいただいたということに関しまし

ては、改めて私は敬意を表したいなあというふうに思っております。ただ今後とも、や
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はり今までは小規模の学校にいた子どもたちが、大きいスペースの広いなかで、新たな

環境の中で勉強していかんなんということになりますので、そういった面の配慮につい

て十分心掛けていただきたいと思いますけれども、特にこういう問題で考えとるとかい

うようなことがございましたら、この際ですので、説明していただいたらうれしいと思

います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは松尾議員さんのご質問にお答えをさせていただきま

す。 

  幼保一元化の問題、ご承知のように旧４町におきましては、日吉・美山におきまして

は保育所のみで実施されておりました。また、八木町では八木町の制度、また、園部に

おいては両方あるわけでございますけれども、こういったなかでも旧町時代より幼保一

元化につきましての検討が加えられてきたのは事実でございます。そういったなかで、

先ほどらい申しておりました認定こども園という制度が新たに加わったわけでございま

す。こういったなかで旧町時代より子どもたちのこの制度の中で、それぞれのお取り組

みをまた保育士さん、また教育委員会をはじめ、関係の皆さま方と協議の中で子どもた

ちにとってどのような保育がいいのか、また幼稚園教育がいいのかということで、ご尽

力を、また、工夫をされてきたという現実は十分承知しとるわけでございます。こうい

ったなかで南丹市として当然保育所、また、幼稚園というこの制度のなかで、認定こど

も園の制度も含めまして、今後の幼保の一元化、また、その双方のあり方について、十

分な検討を加えていかなければならない重大な課題であると認識いたしておりますので、

今後ともの、また、ご意見を賜りますようにお願いを申し上げるしだいでございます。 

  また、五ヶ荘小学校の問題につきましては教育的見地から、今後の新しい学校での五

ヶ荘小学校からおいでいただく子どもたちに対する教育の問題については、十分な検討、

また、対応はされるというふうに存ずるわけでございますが、市当局といたしましても

教育委員会、また、地元の地域住民の皆さま方とも十分にご相談をし、また対応連携を

強めながら、今後の施策に生かしていきたいというふうに考えております。そして子ど

もたちのためにどうやってがいいのか、ということを考えていきたいというふうに考え

ておりますので、ご理解を賜りますようによろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） ご質問にお答えをしたいと思っております。 

  子どもたちの新しい環境への適応は懸念されるという状況であるということでありま

すが、今回実施をいたしました体験交流学習の実態を通して、子どもたちの適応能力の

高さというものを改めて私は感じたような状況でございます。３日間実施をいたしまし

たが、１日目は非常に緊張感を伴っておりましたが、２日目、３日目につきましては子

ども同士がたいへん意気投合いたしまして、交流が活発にされ、また、それぞれの思い

をもって家庭でその出来事を楽しげに話しをしていたという状況もあり、保護者の皆さ
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ん方につきましては、一定安心感をもっていただいたのではないかなと、このように思

っております。そういう実態も踏まえながら、２・３学期につきましても交流体験学習

を行いながら、やはり新しい大きい集団での学校生活に、いち早くなじめるような状況

というものも検討してまいりたいと、このように思います。ただ、やはり今回の統合と

いうような状況につきましては子どもたちがこの適正規模での教育活動を通してより充

実した状況ということが何よりも求められるのではないかなと。そういう意味では多様

な考え方を練り合わせるなど指導法の工夫・改善を図りながら、より教育の充実を期し

ていくということが保護者、あるいは地域住民の皆さま方の願いに応えることであろう

と。そういう意味では今後とも教育の充実を期すというような状況の中で、この期待と

不安を解消しながら応えていくような状況になるのではないかなと、このように思って

おります。ただ平成１９年４月というような状況は、殿田小学校の改築の最中でござい

ます。そういう状況の中で、やはり引き続き保護者の皆さん方等とも十分その連携をし

ながら、子どもたちの実態把握をして、このことに努めてまいりたいとこのように思っ

ておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 松尾武治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） 私の質問しておる点は大方回答いただいとると思うん

ですけども、ただ１点、建築中の殿田小学校の安全対策というか、今までの通学路が、

私が認識しとる範囲では多少変更しながら、安全確保するような配慮をされてるように

は見てるんですけども、やはり授業での不安の問題も合わせて、通学対策をどのように

してするのか。また、今も教育長が言われましたように、４月１日から統合校で五ヶ荘

小学校の児童も通学するということになります。当然、五ヶ荘地区はバス通学という形

になろうということで、より小学校の近くで安全な場所で乗り降りができるような確保

ができてるとは思いますけども、そこら辺りについて、もう少し安全面のことについて

詳しく説明を、答弁をいただきたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） ただいまの安全確保にかかわってお答えをさせていただきたい

と、このように思っております。 

  工事にかかわっては今までの答弁で申し上げてまいりましたように、やはり安全確保

第一という状況で、いわゆる打ち合わせの会議の中で、十分に学校の状況もそのなかに

組み入れながら、安全に工事が実施できるようにしてまいりたいと、このように思いま

す。 

なお、通学に伴いましての、いわゆる乗車位置、あるいは降車位置というような状況

も、狭いなかでの状況かとこのように思います。今のところにつきましては、中学校の

所、あるいは駅前というような状況でございますが、やはりこのことにつきましては学

校の指導で十分配慮しながら、また、工事の進捗状況によって、場所等につきましては

一時的に変えるというような状況もあろうかと思いますが、現状の進捗状況を見ながら、
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基本的には先ほど申した場所を中心にしながら、安全確保に努めてまいりたいとこのよ

うに思っておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上で、松尾武治議員の質問が終わりました。 

  次に、１５番、外田誠議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    外田外田外田外田    誠君誠君誠君誠君）））） １５番、外田誠でございます。 

  議長のお許しを得ましたので、通告書に基づきまして一般質問を行いたいと思います。 

  まず、今までの一般質問の中で理事者側の答弁、よく分かる部分もあるわけですけれ

ども、検討するということがたいへん多ございます。検討されるということはいいこと

でありますけども、いつまでにどのように検討するのか、いう部分を我々は聞きたいわ

けでございます。その部分も含めてお答えをいただきたい、そのように思っております。

今回は喫緊の課題であります、障害者の自立支援法並びにその法の施行に基づきまして

障害者の福祉の問題が大きく変わってまいります。このことについてご質問させていた

だきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 

  本年４月より障害者自立支援法が施行されました。そしてこの１０月から新しいサー

ビス体系への移行が開始されます。法の内容は大きく五つに分けることができます。一

つ目に身体・知的・精神、いわゆる３障害の施策を一元化し、同じ利用サービスが受け

られるようになったこと。二つ目に日中活動支援、これは共同作業所等でありますけれ

ども、日中活動支援と居住支援、これはケアホームとか福祉ホーム・グループホーム等

のことでございますが、居住支援が明確に区分されるなど、サービス体系が再編された

こと。そして三つ目に障害者の自立並びに就労支援が強化されたこと。そして４つ目に

介護給付と訓練給付が区別され、支給決定の透明化、そして明確化が図られたこと。そ

して五つ目に安定的な財源の確保ということであります。市町村はこれらを踏まえ、１

８年度中に障害者福祉計画の策定を義務付けられております。まず市長に、障害者福祉

並びに自立支援に対する基本的なお考えをお聞きいたしたいと存じます。 

  二つ目に、私は新法の精神は十分に理解できるところでありますけれども、実際の自

治体における運用においては多くの課題があると認識をしております。特に小規模作業

所の運営は、たいへん厳しくなっております。関係者に伺いますと、八木のあじさい園

では補助金が３，１００万円から１，７５０万円に、また、日吉共同作業所では１，５

００万円から７５０万円に激減するのではないかといわれております。このままでは運

営できないとの悲鳴のような声が届いております。しかしながら、新法のメリットを受

ける多機能型の施設運営をめざすならば、補助金も現行か、それ以上受け取れる道が大

きく開けてくるということも伺っております。多機能型とは、利用者を就労をめざすグ

ループ・軽作業を行うグループ・趣味のサロン活動等を行うグループ、呼び方は雇用型

とか、いろんな地域支援型とか、いろんな形があるようですけれども、それぞれのグル

ープ分けをし、それぞれ利用者のニーズにあったサービスを提供するものであります。

一つのグループをユニットと呼ぶようでありますけれども、各ユニットには最低定員が
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定められております。福祉難民を出さず、利用者ニーズにあった施設運営を続けるには、

共同作業所の統合が必要と考えます。しかし、この広い南丹市の中で一つにというのは、

たいへん非現実的であります。南部、北部に分けて連携を図りながら、運営統合を進め

ていくべきであると考えますけれども、市長のご所見を伺いたいと存じます。 

  次に、障害者の共同作業所等の利用継続についてであります。 

応益負担等の発生による利用者減、あるいは利用回数減が問題となっております。あ

じさい園においても利用者減が１名、それから利用回数減が３、４名というようなこと

を聞いております。府と市町村による３年間の暫定措置として負担軽減がなされており

ますけれども、この制度が落ち着くまで、もう少しきめ細かく状況を確認し、対応がで

きないものか、お尋ねを申し上げます。 

また、この新法によって障害者の社会進出が促されることとなります。すなわち、保

護の名の下に進められてきた旧来の施設福祉から、健常者と障害者が共に生きる地域福

祉へと大きく舵を切ることになります。今以上に地域社会や企業における障害者の人権

学習をすすめ、共同作業所等への理解を深めなければなりません。これらの方法につい

てもどのようにお考えでしょうか、お伺いをいたします。 

  障害者の自立に一番必要なのは、仕事の確保、そして安定的な収入の実現であります。

現状の時給は１００円から２００円程度、多い方で月額約３万円ぐらいと聞いておりま

す。仕事としてはアルミ缶の回収や、さおり織り等の工芸品作製、企業からの下請けの

軽作業等が中心であるとも聞いております。工芸品も福祉施設の商品から、一般流通す

る商品へステップアップをしなければなりません。また、農業分野や食品加工分野への

進出など、時給アップにつながる仕事の確保が必要になります。市としてどのような対

策をお考えでしょうか、お聞かせを願いたいと思います。 

  最後に現場の声として、養護学校と共同作業所等との連携がうまくとれていない、と

の指摘がございます。今後、養護学校としても就労支援対策の強化が必要になりますが、

現状はどのようになっているのか。また今後、養護学校はどのようにあるべきか、教育

長のご所見を伺います。 

  以上、第１回目の質問といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 外田誠議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、外田議員のご質問にお答えいたします。 

  障害者自立支援法の施行に伴う各種の混乱、また、障害者の皆さんや、また、施設運

営の皆さま方が、今、抱えておられる課題、本当にたいへんご心労の多いことだという

ふうに拝察いたしておりますし、さながら現状についてのお話を、私自身もお聞きして

おるところでございます。そういったなかで障害者福祉、そして自立支援に対する基本

的な考え方、このことについてどのように考えるかというふうにご指摘いただいたんで
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すが、私は今、ここに住む誰もが相互に人権と個性を尊重し、障害者が健常者と共に暮

らせる社会の実現をめざす、そして、すべての人が等しく心豊かで明るい生活を営むこ

とのできる基本的人権が保障される、この社会づくりをめざすのは私たちの使命である

というふうに考えており、もう一度このことにつきまして考え直すといいますか、自覚

を強めなければならない、このように考えておる今日、この頃という状況でございます。

市政の中でもこのことを基本に障害者福祉施策について、今後、進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。また、自立支援、この言葉につきましては、障

害者の方が自分の力を発揮いただき、また、自分自身の生活を主体的に生きていただけ

る、一人ひとりそれぞれが自立と社会参加をめざしてご尽力される、ご努力される、こ

のことを支援していくことが、私は自立支援だというふうに考えておりまして、行政の

果たすべき責任も大きなものがあるというふうに、認識いたしておるところでございま

す。 

  次に小規模通所授産施設、共同作業所の件につきまして、ご質問をいただきました。 

このことにつきましては、５年間の経過措置はあるものの、新事業体系に移行するこ

ととなっておるわけでございます。当然、移行することにつきましては、施設がご判断

されることとなるわけでございますけれども、現在利用されている方が継続して利用で

きること、また、適正と希望に応じた施設が選択できること、さらには、移行後にはこ

の施設が安定した運営ができることが基本になると考えておることでございます。こう

いったなかで利用者のニーズに応じた移行ができるよう、関係機関との連携を図りなが

ら行政の方も調整していかなければならない、努力していかなければならない、いうふ

うに考えておるところでございます。 

先ほどご指摘のございました、法の施行によりまして利用の控える場合、また、世帯

分離等の現象がでているというようなことは認識いたしておるところでございます。京

都府との共同事業として、所得者の利用者負担の軽減対策として障害者福祉サービス等

利用支援事業を４月から実施しとるわけでございます。利用状況の推移を見ながら利用

継続ができるように考えていかなければならないというふうに存じておるところでござ

います。 

また、障害者に対する偏見、まだまだ残っているのは事実だというふうに認識してお

ります。障害者の皆さんが地域で、先ほど申しました基本的人権が保障され、共に暮ら

せる社会、この構築のための実現のためには人権教育、そして市民の皆さんに障害や、

この障害者施設に対する理解認識を深めていただく努力を、行政としてもやっていかな

ければならないというふうに考えておるところでございます。 

  そしてご指摘のございました障害者の皆さんの仕事づくり、当然、就労も含めてでご

ざいますけれども、たいへん重要な自立や社会参加の推進においてたいへん重要である

というふうに考えておるところでございます。しかしながら就労ニーズに応じた現状と

申しますか、課題は多々ある状況であることは承知しとるわけでございます。今後は地
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域の事業所、特に市内事業所の皆さん方にご理解、ご協力を求める努力を、私ども行政

としても行っていかなければならない、いうふうに考えており、また、京都府、ハロー

ワーク等との連携が、今後ますます重要になるというふうに考えております。こういっ

たなかで障害者基本計画及び障害福祉計画を作成することになっております。計画策定

の中で仕事場づくり、また、就労の機会の推進につきまして盛り込んでまいりたい、そ

して市役所としても努力をいたしてまいりたいというふうに考えておりますので、今後

とものご指導、よろしくお願いを申し上げるしだいでございます。 

  また、養護学校の問題につきましては、後ほど教育長からということになるかと思います

けれども。私はこの障害者自立支援法、この施行に伴う各種の混乱、また、たいへん大きな

お悩みを関係の皆さんや障害者の皆さんがもたれとる、このことを十分踏まえまして、今後、

京都府や各施設とのお話し合い、また、連携を強めるなかで努力をいたしてまいりますこ

とを、ここにご答弁申し上げまして、私の答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 外田議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

  就労にかかわって、丹波養護学校のあり様というような状況でございますが、丹波養

護学校につきましては府立でございます。府の理念に基づいて、学校経営がなされてい

くという状況が前提ではないかなとこのように思っております。ただ、私どもは特別支

援教育の充実というような状況が、やはり大きく課された状況でございます。そういう

意味では障害のある人の自立、社会参加というような状況に向けて、それぞれ子どもた

ちの発達の状況、学びの状況に応じて、個々の子どもたちの状況をふまえた、やはり教

育計画の充実、あるいは指導実践の充実を期しながら、子どもたちの豊かな発達を期し

ていくというような状況が、やはり根本的になるのではないかなと、このように思って

おります。そういう意味合いでは常日頃、丹波養護学校との交流というような状況で、

理解教育を深めていくという意味合いから、それぞれの旧町において、やはり交流の場

を、集いの場を設けるというような状況を実施をしたり、あるいは各学校におきまして

も訪問をさしていただきながら交流学習を深め、また、それぞれの学校におきましては

理解教育を深めているような状況でございます。ただ、やはり丹波養護学校の持ってる

専門力量、専門性というような状況につきまして、それぞれ各学校における特別支援の

充実というような状況からは、その専門性、専門力量を十分生かして子どもたちの個々

に応じた発達を促すという状況が大事だろうと。そういう意味ではこの措置的な状況と

いうことで特別支援対策ということで、それぞれの局単位におきまして就労、あるいは

就学支援チームというような状況も結成されてるなかで、私ども教育委員会、あるいは

学校の代表も参加をさしていただくなかで、就労対策等につきましても、その場で考え

させていただいてるような状況でございます。 

なお、丹波養護学校における就労対策につきましては、個々の相談や就労体験、企業
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実習、福祉施設事業所説明会の開催や企業開拓を行われているといった状況で聞かされ

ております。就労につきましてはたいへん厳しい状況でありますが、現在、就労にかか

わる先ほどのプロジェクトチーム等とも合わせて、支援カリキュラムの策定中であると

いうような状況を聞かされております。そういう厳しい状況を打開するためにも、やは

りこういう関係者のプロジェクトチームの中で、より検討を深めながら対応を早期にし

ていくべきであろうと、このように思っております。そういう意味では連携というもの

を、やはり私ども市の教育委員会としても十分に今後とも行っていき、また、この就労

にかかわっても、やはりその打開ができるような状況で取り組みをすすめてまいりたい

とこのように思いますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

  外田誠議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    外田外田外田外田    誠君誠君誠君誠君）））） 今、市長並びに教育長の方から丁寧な答弁をいただいた

わけでありますけれども、１点といいますか、２、３点になってしまうかもしれません

けれども。 

市長の答弁の中で新法の施行、５年間の猶予期間を設けてると、これはそのとおりで

ございます。しかしながら私の聞いておる範囲では、国は１８年度中に移行、言うたら

いろんな形でどういう共同作業所にしていくのか、その移行を２分の１の移行を終える

ように求めております。そしてまた、福祉計画等策定の中では、３年間の事業計画とい

いますか、きっちりとした行動計画を求めております。そしてまた、先ほどグループ分

けといいましたけれども、その法律の中で生活介護と、それから就労継続非雇用型施設

っていうものについては、あまりにも数が増えたら、市町村がその数値目標に達したと

きはそれを指定しないことができると。ということはできるだけ早く、ほかのところに

遅れることなく、その形態をつくっていかなあかんということですわ。５年間というこ

とで待っとったら、この南丹市の福祉の施策は遅れてしまうと、はっきり申し上げてそ

ういうことです。これはもう福祉部長なり、福祉の事務所長は十分に分かっておられる

ことだと思います。今、手元に私、二つちょっとレポートをいただいております。これ

は南丹市内の作業所の責任者、責任者といえるかどうか分かりませんけども、そこで仕

事をしとられる方が業務改善への取り組みのレポートであったり、自立支援の対応への

私はこのように考えますというような形でのレポートをいただいております。そのなか

で今も質問させていただいておるわけであります。私は喫緊の課題と申し上げたのは、

５年という猶予のある問題ではないと。その間に先ほど申し上げたとおり、利用者は利

用ができなくなる可能性があり、そして施設は運営ができなくなる可能性があると、そ

のことを、どのようにとらえておられるのかということです。喫緊にこの問題を、方向

性を出していかねばならない。そしてもう一つ申し上げるならば、日吉の共同作業所の

方から社会福祉協議会の方へ、もう運営ができないと、何とかしてもらえないかという、

そういう打診があったようでございます。これは府も知っておることでございますので、
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市の幹部の方はご存知だと思います。そしてまた八木のあじさい園、そして城山、そし

てＮＰＯのハピネスサポートセンターですか、この三つが、やはり今のままではやって

いけないと、何とか一つにして新たな福祉の施設として、施策を担う形をつくっていけ

へんかという動きがあることも十分にご承知のはずでございます。ただ、それをするに

はバラバラで施設がやっとったんでは前に向いていかへんと、だから、それを統合しや

っていくのは何やと言うたら南丹市、福祉の部署がどこまで腹くくって、このことをや

っていくかですわ。私はそのことが聞きたい。他のいろいろ問題も多々あります。これ

はもう市長の答弁のとおり問題点だらけでございます。これは少しずつ改善していかな

ければならない。だけどこの基本的な構造改革が、今、国から迫られとるということを

どのようにお考えなのか、あまり悠長なこと言うとれへんというのが私の思いです。こ

れは１２月、ここで答えがいただけへんのなら、１２月までにはきちっと、１２月また

議会がございますので、までにはお答えをいただける体制をつくっていただきたいと思

うわけですが、お答えいただけますでしょうか。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 外田議員のご意見、また、ご質問にお答えをさせていただき

ます。 

  市役所といたしましても、先ほど申していただきました日吉・美山それぞれのことに

ついて、また、八木町内のことについても把握をいたしておりますし、また日吉町の作

業所の問題につきましては、その連絡協議会の中に市役所の職員も入りまして、今、一

緒になって検討させていただいておるというところでございます。議員ご指摘をいただ

きました、この広範な範囲地域での取り組みでございます。たいへん、また、今日まで

のそれぞれの施設が歩まれてきた歴史もあるわけでございます。そういったなかで様々

な困難があるわけでございますが、ご指摘いただきましたように、今年度中に何とか意

思決定をしなければならないという、切羽詰まったような状況であることは事実でござ

います。そういったなかで、先ほど１２月議会とおっしゃいましたけれども、早急に私

どもも先ほどご答弁申し上げた私の言葉でございますか、そういう思いを込めて、職員

もその対応に今後とも努力をする。もちろん私も努力をいたしてまいる決意でございま

すので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 外田誠議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    外田外田外田外田    誠君誠君誠君誠君）））） 一歩進んだ答弁をいただきました。ちょっと私自身もこ

の福祉の問題というのはたいへん奥が深くて、少し入っただけでは本当に分からない問

題でございます。関係機関等々で資料いろいろいただきます。この資料、読んだだけで

は本当に分からない。ほんで現場に行って、現場のそういう仕事をしておられる方から

直接お話しを聞き、そしてその思いを書いたものを見せていただき、その説明をいただ

いてはじめて、その障害者自立支援法というものが、障害者福祉の根底から変えていく
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ものであるというのがわかりました。今、私が言いたいのはちょっと共同作業所、うま

いこといかへんさかいに二つを一つにしたりとか、ある所ひっつけたらええやというこ

とだけではないということです。このレポート見ておりますと、本当に障害者福祉はこ

のままでいいんだろうかと。だけど、この一つの施設の中だけではどないにもならへん

と。やはり、もう少し南丹市というその大きさの中で、障害者の福祉を、もう少し考え

直していっていただけないだろうか、そのための先頭に我々は立ちますよということを、

決意を込めたレポートであります。それだけの人材がこの南丹市にはあります。施設を

預りながらたいへん苦しい施設運営を迫られておられるなかで、その人たちがやる気の

ある間に、鉄は熱いうちに打てという言葉がございますけれども、やる気のある間に何

としても、きちっとした方向を出していっていただきたいと思います。特に八木町の施

設につきましては、いろんな経緯があってああいう形で分かれた部分もありますので、

やはり政治的な力といいますか、きちっとした指導がなければなかなか難しい部分もあ

るかと思いますし、また、日吉・美山でありましたら、やはり旧町２つ分かれておった

状況の中で、お互いの地域的なエゴといえば語弊になるかと思いますけども、地域が大

事でございます。たいへんその部分においては、なかなか一つの運営母体をつくってい

くというのは難しい部分があるかというように思いますけれども、やはり、この施策を

受けない限り共同作業所がつぶれていくか、あるいは支えるために単費の持ち出しをす

るか、そういう状態に迫られるというふうに私は考えております。今やるべき時に手を

打たないのは職員の怠慢であると私は考えます。このことによって単費の持ち出しが増

えてくるようなことがあれば、南丹市に大きな損失であります。どうなるかが見えてる

ことについては、やはり早急に手を打っていただき、そして利用者、そして、この地域

の障害者福祉が充実をいたしますように、お願い申し上げます。 

答弁は結構でございます。 

  以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上で、外田誠議員の質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  １１時２５分から再開したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時１３１３１３１３分休憩分休憩分休憩分休憩    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２５２５２５２５分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行します。 

  次に１６番、山誠治議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    山山山山    誠治君誠治君誠治君誠治君）））） おはようございます。 

  議席番号１６番、丹政クラブに所属しております山誠治であります。議長の許可を

得ましたので通告にしたがいまして、２点質問をしたいとこのように思います。 

  まずはじめに、都市計画街路の見直しにつきまして、２点質問をいたします。少し通
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告とずれた部分があるかもしれませんが、ご理解を願いたいと思います。 

  まちづくりは人づくりである、またはまちづくりは道づくりであるとよく言われます。

まちづくりは道づくり、何か建設業界のスローガンのように聞こえますが、まちづくり

は人づくり、たいへん重要であります。道づくり、道路づくり、道路行政は大事であり

ます。特に都市計画道路は重要であると考えるわけであります。今、何かと話題の大阪

市、大阪市の関淳一市長のおじいさんにあたられます歴代大阪市長であります関はじめ

氏は、大正１２年から昭和１２年までの大阪市長を務められました。この関はじめ市長

のすごいところは昭和大恐慌の中で、また、大阪市がたいへん財政難の中で、梅田から

難波まで、北から南への一方通行の６車線を完成をさせられました。いわゆる御堂筋で

あります。のちに大阪万博のときに新御堂ができ、大阪北部の箕能から大阪南部を結ぶ

重要な縦貫道となったわけであります。戦後復興、そして高度成長時代と大阪経済にと

って多大なる功績を残した道路といっても過言ではありません。道づくりは地域にとっ

て大切な施策であると考えるわけであります。しかしですね、この７月に京都府で都市

計画道路網見直し指針が出されました。内容を申し上げますと、都市計画道路の整備に

は相当程度長期間を要するが、未着工となっている路線では社会経済情勢の変化や代替

道路の整備に伴い、都市計画決定当時に想定された必要性が変化している可能性も考え

られると、特に旧都市計画法時代、昭和４３年以前ですわね、の路線はこの傾向は強い

ため、当初、都市計画決定後３０年以上を目安として検討を行うものとすると、この南

丹市管内では３０年以上過ぎた都市計画路線はございません。しかし、このあとに続き

ます。なお、３０年未満の路線であっても、必要に応じて見直しの検討を行うと、この

ように京都府の指針は明記をされておるわけであります。ちなみに園部地区では都市計

画路線は１８路線あります。京都府より決定をいただいている路線は１２路線、旧園部

町が決定をした６路線であります。八木地区では京都府の決定が６路線あります。南丹

市全体では２４路線あります。そのなかで園部地区ではまったくの未整備が６路線あり、

実現不可能と思われるものばかりであります。八木地区では極めて低整備率で、こちら

も実現不可能と思われる路線が多数あるわけであります。 

そこで提案をいたしたいと思います。南丹市をめぐる社会経済状況の変化及び平成２

１年のＪＲ複線化など、明るい将来への見通しを踏まえて都市計画道路の必要性を総合

的に検討をいたし、現在、都市計画決定されている路線を、重点的に整備を推進すべき

路線と、整備を見直すべき路線とに分類をいたしまして、分類ごとに優先順位をつけて

都市計画道路整備プログラムを作成をいたしまして、市長がかねがね表明しております

ように情報開示をする考えは果たしてあるのかどうか、尋ねておきたいと思います。 

２点目に、都市計画決定はしているが事業認可がされず、まったく未整備でいつ整備

がされるか、また、何の情報開示もされていない、その対象の住民の方々は都市計画法

第５４条という厄介な法律がありまして、建築規制をその対象の住民の方々は受けるわ

けであります。ちなみに都市計画法第５４条とはどういうもんかといいますと、１番目、
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階数が２階以下で、地階を設けない、２階建てで地下室は設けたらあかんと書いてあり

ます。２番目に主要構造物が木造、鉄骨造り、コンクリートブロック造り、その他これ

らに類する構造となっております。鉄筋コンクリートの３階建て、４階建ては建てられ

ないわけであります。そして、３番目に容易に移転をし、また、除去することができる

ものでなければならないと、このように法律で明記をしてあるわけであります。そして

なんと、この対象の住民の方々が家を建て替えられるときに、行政が念書を出せと、そ

こまではいいませんけれども、念書を書いていただくわけであります。その念書の内容

を見まして、私はびっくりをいたしました。念書の内容をここで言わさせていただきま

す。都市計画法第４条の規定どおり、容易に移転、もしくは除去ができるよう常に建築

物を維持・管理いたしますと、このように宣言をさせられます。そして２番目に都市計

画事業実施の際には行政庁の支持にしたがい、協力をいたしますと、このように宣言と

いうか、念書を書かなければ建築許可が降りないと、このように都市計画決定をされて

いる路線にお住まいの方々は、家を建て替えられるときにこのような制限がかかるわけ

であります。本当にたいへんな縛りがかかっておるわけであります。このようなことを

してまで果たして家を建てられるでしょうか。なかなか勇気を持って、決断がいると思

います。このような状況では家がなかなか建ちません。家が建たないということは、こ

の地元の経済が何らかの悪影響を及ばしていると考えられる一面があると、私は考えて

おります。そこで都市計画法を変えることはできませんが、全国的にはまだまだ少ない

ですけれども、市独自で緩和をされておる市があるわけであります。それは都市計画法

の第５４条の第１項にあります。２階建を３階建まで可能にして緩和をすると、このよ

うな市独自の制度をつくられている市があるわけであります。果たして南丹市ではどの

ような対応をされているのか、また、そのような建築の緩和をご検討になるお考えを市

長はお持ちであるか、尋ねておきたいと思います。 

続いて、２点目の本町地区の再開発事業につきまして、私の私見を織り交ぜながら質

問をさせていただきたいと思います。 

私は人生の３分の１、すなわち１５年間の人生、この再開発事業に関わった人間の一

人であります。思い悩まれこの地区から出られた方々、そして再開発後の将来に不安を

抱えながら、一致団結をして地権者の方々の意見集約にたいへんご苦労をされ、また８

０回を超える会合を持たれました、まちづくり協議会の方々、いろんな人間模様、そし

ていろんな思いの中で合併前の昨年、１２月の１４日に仮換地が成立したわけでありま

す。奇跡に近い仮換地の成立でありました。当初、園部町は当局からの計画に、私、見

ましたときにたいへん驚きました。果たしてこのような計画ができるのかと疑問を持っ

たのは私だけではなく、多くの地権者の方々もそう思われたと思います。あるときは夢

を持ち、希望を持って、また、あるときは挫折をして打ちのめされたときもありました。

しかし、事業は着実に進んでおるわけであります。３０％を越える進捗率、そして１７

億を超える公共投資、どうしても成功させなければならない事業であるわけであります。 
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そこで伺っていきます。この再開発事業いろんな方々の思いが込められておる事業だ

と、私は思うわけであります。そして今、述べましたようにどうしても成功させなけれ

ばならない、また、南丹市全体にとっても最重要事業であると考えておるわけでありま

す。当初、あこに温泉を掘ってみてはどうか、いやいや温泉は無理やったらスーパー銭

湯がいいんじゃないかと、いろんな案を町当局に出さしていただきました。そして大き

なスーパーマーケットもいいんじゃないか、いろんなことを考えて、その当時の園部町

に提案をした記憶があります。しかしなかなか今の経済状況の中で、そしてこのように

仮換地が終わり、一定の南丹市の周知が分かってきたわけであります。この面積の中で

どのようなことを考えていくのか、同僚議員の質問でもありましたように、市長は商工

会とまちづくり協議会とは今後検討をして、考えていきたいということであります。し

かし、平成２２年までこの事業あります。そのような悠長なことで果たしてこの事業が

成功するでありましょうか。同僚議員の質問にもありました地元の説明会、市長は公約

どおり実施をされました。しかし、果たして賑わいを呼ぶ、もう一度あこに賑わえるよ

うな、人々が集まるようなものは何かということの提示が、前回の住民説明会の中では

なかったわけであります。そこが本当に住民の方々、まして周辺の住民の方々がそこを

望んでおられるわけであります。それが前回の住民説明会ではなかったわけであります。

そこで私は、行政機関のひとつであります園部支所及び福祉事務所及び市の総合福祉セ

ンター的なものをあの場所に移設をして、賑わいの一つ、そして再開発の拠点施設とし

てならないかどうか、市長に伺っておきたいと思います。１８年当初の予算で１億７，

０００万の駐車場の建設費が計上されております。園部支所、そしてまた、福祉事務所

があの位置に移設をすることによって、その当初予算の１億８，０００万はいらないわ

けであります。来庁者がこの本庁には減るわけであります。今の駐車スペースで十分な

のであります。そのことも考えていただいて、市長のはっきりしたお考えをお聞かせ願

えれば幸いだと、このように思うわけであります。 

これで第１質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 山誠治議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、山議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

  都市計画街路の見直しについてということで、まずご質問をいただいております。 

  先ほどご指摘をいただきましたように京都府におきまして、現在といいますか、先だ

って都市計画道路網への見直し指針ということが作成されまして、３０年以上未着工の

路線につきましては評価をする。また、３０年未満につきましても、対処するかどうか

ということでございます。当然、京都府とのヒアリングにより一部検討をされるんじゃ

ないかと、いうふうなことを考えておるわけでございます。そういったなかで、今後、

南丹市総合振興計画並びに南丹市都市計画マスタープランにおいて計画されますまちづ
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くりを進める上で、骨格となる道路でございますので、慎重に課題を整理しながら、将

来像を踏まえながら、検討してまいらなければならないというふうに考えておるわけで

ございまして、先ほど情報開示がどうかと、当然、優先順位をつけるべきじゃないかと、

こういうことも含めまして、今後の総合振興計画を立てるなかで、検討していかなけれ

ばならない重要な課題であるというふうに、認識をいたしておるところでございます。 

  また、本町地区の区画整理事業、そして９号はじめ中心市街地の各種の事業につきま

しては、今、ご指摘がございましたように、長年に渡りまして地権者の皆さま方や、ま

た、居住いただいておる方、そしてご関係の皆さま方にたいへんなご尽力、また、ご心

労をおかけしてきたことも事実でございます。こういったなかで、今、賑わい施設、賑

わいの拠点施設としての施設を建設するために、従来より商工会において建設委員会を

立ち上げていただきまして、この内容、また、今後の運営についてもご協議を賜ってお

る、また、そういったなかで商工会の役員の皆さま方にたいへんなご尽力、また、ご心

労をわずらわしておるところでございます。市役所といたしましても、商工会の役員の

皆さま方ともお話をさせていただくなかで、どのようなことが市役所にとってできるの

か、また、地権者の皆さま方にとって、今後のまちづくりの中心施設として、この拠点

がどのようなものがあったらいいのか、今、ご検討をいただいておるなかで私も市役所

も、そのご相談させていただくなかで、その早期実現に努力をいたしていかなければな

らない、いうふうに考えておるところでございますし、また、今後の協力体制といいま

すか、市役所のやるべきこと、こういったことにつきましてもご相談をさせていただき

ながら、商工会を中心にまちづくり協議会の皆さま方と共に考えていっていきたいとい

うふうに考えておるわけでございます。 

また、支所や福祉関係機関など、市役所の一部を移設してはどうかというご提言でご

ざいます。本年１月に合併し、今、この体制の中で市政を運営しておるわけでございま

す。こういったなかで現時点といたしましては、本庁、支所の業務見直しも含めまして、

先日らい申しております行政改革推進委員会の協議の中で、市当局としても検討すべき

課題が生じるかも分かりませんが、現時点といたしましては施設の移転ということは考

えておらない、こういった現状であることを、ご理解を賜りますようにお願いを申し上

げます。 

以上でございます。 

  それと１点、答弁もれがございました。 

  都市計画法の５４条にかかわる建築規制、また緩和の件でございます。 

  この件につきましては先ほどの南丹市の見直しの中で、京都府ともヒヤリングをして

いかなければなりませんし、また、南丹市の総合振興計画を樹立していかなければなら

ない、こういったなかで京都府とも、これ市だけで決めるわけにもいきませんので、京

都府とも協議をしながら、そういったなかで検討をしていかなければならない課題であ

るというふうなことで認識をいたしておりますことを申し添えます。 
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  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

  山誠治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    山山山山    誠治君誠治君誠治君誠治君）））） ご答弁ありがとうございました。 

  それでは第２質問をさせていただきます。これはちょっと具体的に第２質問はさせて

いただきたいと思います。 

  今、都市計画道路の見直しにつきましては京都府からの指針が出て、南丹市としても

京都府と協議をしながら進めていく、また、総合振興計画審議会ですか、そのなかの答

申を待って、今後考えていくということでありますけれども、それで果たして平成２１

年にＪＲが複線化になるわけであります。そのような期間の中で、果たして悠長なこと

を言うとってええのかどうか、という思いがあります。といいますのはなぜかといいま

すと、特に八木地区であります。今、八木駅西地区の区画整理事業も大方の事業範囲と

いいますか、決まってきた、まだ、あと一部の地権者の方々の同意が得られてないとい

う答弁も、先日ありました。というなかで南丹市としたら、僕は重要な、この区画道路

になるんじゃないかな、といいますのは八木環状線であります。一本、今、南丹病院ま

で来ておりますけれども、あれをやはり長谷八木線、今、ちょうど改修工事が入ってお

りまして、平成２０年には平面の踏切が完成をするとういうことで、ＪＲの方とも協議

ができているというお話も先日ありまして、ということはあこまで一本、長谷八木線、

府道のそこまで第１工区といたしまして、八木環状線をそこまでひとつ事業認可をして、

早急にあれを進めていかなければ、その八木駅西地区の土地区画整理も進まないし、ま

た、せっかくＪＲが複線化なるのに指をくわえて見てるだけ、行政は何もしない、これ

は１０年後、２０年後に、なぜあそこに早く道を１本入れとかなければよかったのにな

あというような、悔やまなければならないことにならないように、あの道は重要な僕は

道やと、今、思っております。 

  また、南丹病院が建設をされたときに都市計画決定をされた道を、道路を作られてお

ります。あの道路は、まだ買収が済んでおらず、地権者の方々から借りられて、南丹病

院の通院者の方々の通行できる道として、南丹病院が賃料を払っておるというように聞

いております。都市計画道路について、ちょっといろいろ問題があると思うんですけど、

事業認可を受けてないのに道路を作ってしまったわけでありますね、あれは、あの区間

は、ということは正当な補助金が、これは受けられない。本来ならば街路事業の補助金

は５５％の補助率があるわけでありますけれども、あの区間に対しましては、確か、６

分の１でしたか、７分の１ぐらいの補助しかでないという形になると思うんです。また、

測量もできておらず、地権者の方々とも登記というか、境界線が分からない状況になっ

ておると、このようにこの前調べさせていただきました。ということは今後、一番重要

な道路、街路道路であるのに、今、そのような状況になっておると。あくまでも私が調

べた範囲の状況でありますけれども、そこをはっきり明確に答弁をいただいて、そして
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一定、地権者との買収をかけていただいて、やはり府道の長谷八木線まで一本、八木環

状線の第１工区として最重要路線と南丹市が位置づけて、早急にあの路線を完成さすこ

とが平成２１年のＪＲの複線化、そして八木駅西地区の土地区画整理へと結んでいき、

八木地区はたいへん人口が減少すると予想されております。やはり土地区画整理を早期

に完成をして、人口増を狙う、このことが南丹市が発展していく、私は第一歩であると

このように強く思うわけであります。なかなか答弁に関連しておるわけでありますけれ

ども、今、あの道路の状況はどないなっておるのか、果たして、もう少し整理をつけて、

しっかりと私はしていかなければ行政として、やはりちょっと怠慢だなと。南丹病院か

ら賃料を払わしているような道路を、果たして街路事業として決定をしているという、

この事実だけは今後、たいへん問題を大きくする可能性があるので、早期にこの問題は

解決していただきたいとこのように思うのが、まず１点。 

  第２点目に都市計画、中心市街地の再開発の件につきまして、いろいろ商工会、私も

商工会の役員をしておりまして、このように言うのはおかしい話しになるんですけれど

も、まず、はっきりしてもらいたいのは、市っていうのは、やはり予算の執行権を持っ

ておるわけであります。やはりある程度、市長及び南丹市の考え方を示していただいて、

そして商工会とまちづくり協議会が三者が寄って協議をしていくというのならば分かる

けど、市の考え方がはっきりしないなかで、また、予算執行権もない、商工会もまちづ

くり協議会が寄って何を話しいくのか、そのへんが明確ではない。やはりこの問題につ

いてはしっかりとして市の方針を出していただきたい。また、市長の考え方を私は聞い

ておきたい、じゃあないとこの会議は進んでいかないと、このように思うわけでありま

すが、いかがでしょうか。 

そして、市長がよく情報開示を言われておりますし、また、南丹市のホームページに

も市長のページということで、市民の皆さん方の意見を聞く場を設けられております。

先月の８月の４日、５日に、この中心市街地再開発に対しての行政からの説明会があり

ました。そのなかで一方的な説明のあと、ご意見、またはご質問等があれば、南丹市の

都市計画課、または園部支所の地域総務課へご意見、ご質問をくださいと、このように

発言をされたと聞かしていただいております。はたして、ホームページにあります市長

のページにどのようなご意見が寄せられているのか、また、都市計画課、そして園部の

地域総務課、そちらにどのようなご意見と、また、ご質問が寄せられたのか、お尋ねを

しておきます。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、ご質問にお答えをいたします。 

  まず、八木駅西地区の土地区画整理事業と、その関連する都市計画道路の問題でござ

います。 

  これ詳細につきましては、また担当の方から答弁をいたしますけれども、昨日の答弁
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でも申し上げましたように、まず八木町をはじめとする八木町の発展を図るうえで、こ

の八木西地区の土地区画整理事業、また、吉富駅周辺整備、これはたいへん重要な課題

であるというふうに十分に認識いたしております。そういったなかで平成２１年の春に、

この山陰線の複線電化、当然このことに対応できる施策をしなければならないというこ

とで、旧八木町当時からも、この都市計画区画整理事業の推進に取り組んでいただいて

まいった経緯があるわけでございます。また、そういったなかでの都市計画道路の整備、

整合性を図りながら進められてきた経緯があるわけでございます。当然、様々な課題が

あるなかで、先ほど申されました地権者の方でご同意をいただいてない、いうふうな状

況もあるわけでございます。地元の準備会の皆さま方も、ご尽力を賜っておること、十

分承知いたしておるわけでございます。こういったなかで、まさに２１年春という一つ

の大きな、この南丹市にとっても飛躍剤になります山陰線の複線化の完成をめざして、

様々な事業を今後、積極的に推進していかなければならない、こういった思いで、この

都市計画道路についても対応していかなければならないというふうに考えておるところ

でございますが、今日までの様々な経緯の中で現在の計画の中で、今も申し上げました

ような状況で事業を推進しておるという状況であることを、ご理解を賜りたいというふ

うに思うわけでございます。 

  次に本町区画整理事業につきまして、山議員さんも役員として、まさに商工会の中

においでいただきまして、市との今、ご相談をさせていただいておるわけでございます。

先ほど申されました、ご意見、ご要望を十分踏まえながら、今後、まちづくり協議会の

皆さま方と共に、そういった点も話し合いをさせていただき、一日も早い実現をめざし

ていかなければならない、いうふうに考えておるところでございますんで、ただいま、

頂戴いたしましたご意見、ご要望、十分踏まえまがら、今後の対応をしていきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願いいたします。 

  それでは先ほど申し上げましたように、八木町内の都市計画道路につきましてのご説

明は、担当の方からいたさせます。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁を求めます。 

  西岡都市計画課長。 

○○○○都市計画課長都市計画課長都市計画課長都市計画課長（（（（西岡西岡西岡西岡    克己君克己君克己君克己君）））） それでは八木町の八木環状線の関係について、ご説明

申し上げたいと思います。 

  この道路の築造された経緯については、今、山議員さんの方からご指摘のとおりで

ございます。当初、南丹病院の別館を新築する場合について、あこには道路がないとい

うことで、そのいわゆる都市計画決定をされた、いわゆる八木環状線の道路の区域内に

おいて、いわゆる築造されたということは聞いております。今現在におきましても、南

丹病院の方が賃料を支払っておられるということも聞いております。これにつきまして

八木環状線につきましては、いわゆる八木駅の西の土地区画整理事業が、今現在、いわ
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ゆる事業認可に向けて、地元の調整をやっておるというような状況になっております。

ちょうど、夢おおい橋から今現在、担当課の方で考えておりますのは、夢おおい橋の部

分から、いわゆる区画整理の区域内部分、そして区画整理の区域については八木環状線

が通っておりますので、公共減渉等をしながら進めてまいりたいなあというように考え

ております。 

長谷八木線との、そういった部分での街路網の見直しはどうかということについては、

当初、川勝儀昭議員さんのご質問でもありましたように、やはりそういった道路網の見

直しの京都府との協議を進めながら、総合振興計画の中に位置づけをして、やってまい

りたいということで、時期的に考えますと、こういう形で事業認可をとったあと、そう

いった部分の見直しを図るということも可能ではありますので、ご理解賜りたいと思い

ます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 山誠治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    山山山山    誠治君誠治君誠治君誠治君）））） 第３質問ではないですけれども、今の答弁を聞かせて

いただきまして、あんまり細かいことはガチャガチャ言いません。私が第１質問でいい

ましたように、大阪市の例を出さしていただいて、道路の重要性を訴えたわけでありま

す。ということは、これは１０年後、２０年後、またまた、３０年後、５０年後、南丹

市の将来に対して一番重要な道路であるという認識を市長に持っていただきたかった、

という思いを込めて一般質問させていただいたわけであります。園部で言えば、南北を

つなぐ機能を、橋本議員が質問をされましたように美園町栄町線、そして栄町小山東線

という南北をつなぐ重要な縦貫道であります。そのような道路を、やはり重点地区とし

て、やはり考えていただいて、そこをいち早く整備をしていく、そして八木地区は今、

ご指摘がありました、その南丹病院の取り入れ道路の八木環状線であります。府道の長

谷八木線まで、やはり第１工区として、早急に１本道を入れることで事業も早く進んで

いきますし、また、家も早く建っていくわけであります。このような施策をやっていく

ことによって、八木地区の発展、そしてまた、南丹市が今後、発展をしていくと、この

ように私は道路施策の重要性を訴えたわけであります。 

  答弁は求めません。その辺のはっきりメリハリをつけて、道路行政をやっていただき

たいとこのように要望いたしまして、終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上で、山誠治議員の質問が終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

  １時から再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時５９５９５９５９分休憩分休憩分休憩分休憩    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

午後午後午後午後００００時時時時５９５９５９５９分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは、休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行します。 
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        次に４番、森次議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（４４４４番番番番    森森森森    次君次君次君次君）））） ４番、丹政クラブの森次でございます。 

  議長のお許しがでましたので、一般質問をさせていただきます。 

  まず、その前に佐々木市長におかれましては、ご就任以来、南丹市の長として市民の

まちづくりのために精力的にご奮闘、ご活躍されてますことを、まずお喜び申し上げま

す。今議会での最後の質問になるわけですけども、夢に近い分もあります。しかし、住

民の思いの中で質問をさせていただきますので、決断力のある市長ですので前向きなご

回答をいただきますよう、よろしくお願いします。 

  それでは通告にしたがいまして、質問をさせていただきます。 

  まず、教育・福祉の面から、安心・安全な登校路の抜本的な改修につきまして、お伺

いします。 

現在、園部小学校の西側入り口の通学路で車椅子での通学児童がおります。横田大西

線のワールドから国体橋の歩道を通って通学しております。これは横田防災公園工事に

伴いまして、通学路が一部変更になったためであります。歩道はもともと幅員も狭く、

街路樹等で段差があり、車椅子での通学が困難な状態が続いておりました。そのなかで

本人、横田区より要望が提出され、行政、支所の方で素早く対応していただき、立会い

の上、段差・幅員等、今の通学には差し支えないところまで補修をしていただきました。

これについてはたいへんありがとうございます。しかし、今後、現在４年生なんですけ

ども、成長に伴いまして車椅子の買い替えの用意をされております。幅も広くなり、今

後、溝蓋の上を走行しなければならないような状態が続きます。また、横田区におきま

しては福祉施設も多く、イベント広場、防災公園への移動も困難であり、抜本的な改修

が必要だと考えます。行政の前向きなお考えをお伺いいたします。 

  引き続きまして、６月議会におきましてスポーツ文化の振興がまちづくりに欠かすこ

とのできない、そして人づくりに欠かすことのできないものと認識していただきまして、

たいへんありがとうございます。今回、都市公園の完成を間近に控えまして、この公園

の有効利用について、お伺いをいたします。昼間の利用形態ということでお聞きしたな

か、野球・サッカーなど球技はもちろんでございますが、生涯スポーツ・文化行事など

多種多様な利用ができると考えております。特に防災公園につきましてはたくさんの要

望もあり、芝のグランドゴルフ場、そしてゲートボール場と、生涯スポーツでの活用を

望む声が多くあがっております。防災としての目的が主ではありますが、市民の要望の

中から生まれた公園、そしてまた、南丹市のメインの広場として完成するのが望ましい

んではないかと思います。市長のお考えをお伺いします。 

  また、これは通告にはないんですけども、同じ活用の観点から府民の森の芝公園に公

認のグランドゴルフ場、そしてまた、オートキャンプ場の施設を造ってはどうか。これ

につきましては日吉ふるさと株式会社が京都府の方から指定管理の管理を受け、今現在、

管理をされてますが、府の方でも南丹市の観光ゾーンに指定されております。スプリン
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グスひよしの、その他の施設の活性化にもつながると思いますので、南丹市としまして

も府への要望をしていただきますよう、よろしくお願いします。 

  引き続きまして、農業問題で現在の状況を少し説明させていただきます。 

南丹市では既に集落農業に取り組み、今までの農業施策に対応してまいりました。し

かし、現状はたいへん厳しく、鳥獣被害、用排水路及び機械の老朽化に伴いまして、多

くの問題を抱えております。行政とも相談しながら、制度を活用させてもらっているわ

けですけども、地元負担も多く、電柵につきましては４０％、土地改良、これにつきま

しては３０％、機械については、面積要件が満たなければ補助金がいただけないという

ような状況が続いております。今後、平成１９年から農業施策に取り組みたい、そして

担い手になりたいというような前向きな考えを持っておるなか、検討の中で大きな問題

となっております。南丹市として経営所得安定対策等の取り組みは、もちろん大事では

ございますが、家族担い手として、地域担い手、そのような現状の中で、集落営農・地

域農業への行政の温かいご支援を考えていただきたく、市長のお考えをお伺いしたいと

思います。 

  一応、第１質問につきましては以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     森次議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君））））     それでは森次議員のご質問にお答えいたします。 

  まず障害児の方の通学路の関係でご質問をいただいております。 

先ほどご質問の中でもおっしゃっていただきましたけれども、市道の横田園部公園線

における通行者の安全対策につきましては、通学路としての指定もいたしております。

地元のご要望もふまえまして、本年７月から８月にかけて歩道の舗装・修繕工事を実施

させていただいたところでございます。当然、横田地区、太陽の園、こひつじの苑とい

った障害者施設もあります。そういったなかで車椅子の使用をされている方、多数おら

れるわけでございます。そういったなかでバリアフリー化、これはたいへん重要なこと

ではございますけれども、本路線につきましても抜本的な整備につきましては、既に道

路改良が済んでおるという路線にもなっておるわけでございます。この路線は、歩道の

形態は旧の道路規格において整備したものでございまして、たいへんバリアフリー化の

実現のためには用地買収等も必要になりまして、大規模な改修・修繕整備を働かなけれ

ばならないという現状があるわけでございます。ただいま申しましたような現状を踏ま

えながら、バリアフリー化の推進には努力をいたしていきたいというふうには考えてお

るわけでございますけれども、財政的に見てこの路線を限らず、バリアフリー化の推進、

なかなか困難な状況にあるということもご理解を賜りたいというふうに存じるしだいで

ございます。今後の安全対策につきましては、舗装の状況を見ながら維持管理を重点的

に考えまして、舗装・修繕等で対応することといたしたいというふうに存じております
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ので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げるしだいでございます。 

  次に園部公園の横田地区につきましては、防災公園として平成９年に都市防災機能の

整備を図るためにヘリポート部分を拡張する都市計画の変更により、公園区域の拡張決

定を行い、平成１０年度に事業計画の変更認可を受け、災害時の緊急避難場所として整

備を進めておるところでございます。施設の内容は芝公園、休憩施設、ヘリポート、耐

震性の貯水槽、防災倉庫等を設置する予定でございます。また、日常におきましては市

民の憩いの広場として利用できるように計画いたしておるところでございます。現在、

休憩施設などの一部は完成しておるわけでございますけれども、平成１８年度におきま

して園路、給排水路、照明など広場の整備を進めてまいり、１９年度の完了予定となっ

ておるわけでございます。こういったなかで防災公園につきましては、ヘリポート部分

を除きまして、全体を芝生で仕上げるという計画をいたしておるわけでございます。先

ほど申しましたような憩いの場所として、また、生涯スポーツにも活用いただけるんじ

ゃないかということで、現在、計画を進めておりますので、ご理解を賜りますようお願

いを申し上げるしだいでございます。 

  次に、府民の森の件でございますが、ここにオートキャンプ場、また芝のグランドゴ

ルフ場を設置してはということで、ご質問にもございましたように、日吉ふるさと株式

会社が本年９月より指定管理を京都府から行っておるわけでございます。お聞きします

ところによりますと、この日吉ふるさと株式会社におきまして、今、この両施設の設置

に向けて、検討をはじめられておるということをお伺いしております。ただ、京都府の

施設でございます。こういったなかで京都府との協議なりが必要になってくるというこ

とで、今後、どのように京都府の方がお考えかということもございますので、その実現

については、まだ、私は承知しておりませんけれども、そういうふうな努力を、日吉ふ

るさと株式会社さんの方で行っていただいておるということをお伺いしておりますので、

また、市としても府民の森、そしてスプリングスひよしとの関連の中で、この有効活用

というのを側面的に努力をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りますように、お願い申し上げるしだいでございます。 

  集落営農につきましての振興支援につきまして、ご質問をいただいております。ご承

知のように１９年度産から新しい農業の経営安定対策がはじまるわけでございます。 

こういったなかで担い手の育成の問題、これはもう、先日らいから各議員の皆様から

もご指摘をいただいておりますように、たいへん厳しい状況の中で地域農業振興の取り

組みをしていかなければならないということで、ご関係の皆さま方とともに、力を合わ

せて取り組んでまいらなければならないという決意をいたしておるところでございます。

とりわけ集落営農組織という形で皆さん方力を合わせて、それぞれの集落でお取り組み

をいただこうということで、がんばっていただいておる方々にどのような対応ができる

のか、また、新しい制度の下で、どのような市役所としてのお力添えができるのか、こ

ういったことについてもそれぞれの集落で、また、課題もありますし、後継者不足の深
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刻する現代の地域農業でございます。農業農地、農家の皆さんだけでは守れないという

ことは十分私どもも承知しておるわけでございますので、これから皆さま方とご相談を

させていただきながら、努力をいたしていきたいというふうに存じておるわけでござい

ますし、それぞれの農業を取り巻く諸状況、それぞれの地域に異なる課題があるわけで

ございますが、支所、そして本庁それぞれの立場で、十分な対応をいたしていきたいと

いうふうに努力をいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げまして、答弁とさせ

ていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     答弁が終わりました。 

  森次議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（４４４４番番番番    森森森森    次君次君次君次君）））） ご回答、たいへんありがとうございました。 

  障害児の福祉に対しての件でございますが、それによって改修を考えていただくわけ

ですけども、その思いの中で、この児童の家族が園部小学校に入学した経緯を少し話さ

せていただきます。この方は元々亀岡におられたわけですけども、小学校入学を機にい

ろいろな学校を見学され、そのようななかからバリアフリー、エレベータ等を完備され

た小学校・中学校ということで。、亀岡から当時の園部町に引越しをされて、入学され

た経緯があります。障害者福祉には金銭面での支援と、それから本人の意欲への支援が

あると思います。先ほど市長の障害者福祉に対する思いを聞かせてもらいましたなかで、

この本人の皆と一緒に努力して通学しようという気持ちを汲んでいただいて、中学校・

高校へ行くときも、通学ができる通学路を考えていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それから、先ほどの集落営農でございますが、基幹産業としての南丹市農業は取り上

げられております。現在、平成１９年の経営所得安定につきましては、全国ネットの施

策と思います。現在２８％ぐらいの加入予定があると意向調査がされております。それ

と農業団体として法人、今現在、１５６法人が企業として農業に参画をしております。

２０２４年には、これに３倍にあたる数を農業に向ける意向があるみたいです。そのな

かで、いかに地域担い手ががんばって農業を守るという気持ちがあるか、そして施策の

中で地域共同体、一般住民も含めたなかで、この基幹産業である農業を取り組みたいと

考える地域がたくさんあると思います。これは一つの例でございますが、約３ha あま

り麦を栽培しとったわけですけども、鳥獣被害によって全滅の被害を受けております。

網の中で農業をするのか、それとも共済に頼らなければならないのか、こういう現状を

考えていただき、また現在、南丹市では５，０００強の鹿や１，０００近くの猪がおる

といわれております。捕獲にあたりまして１４２名の方が努力されとるわけですけども、

そして今回、９月補正で捕獲獣活用事業として補正があがっておるわけですけども、獲

ったあとの活用方法も大事ですが、それに向けて、今、どんどん鳥獣が増えております。

早期での対策をお願いしたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     佐々木市長。 
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○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君））））    それでは、ただいまの森議員さんのご質問にお答えいたしま

す。 

        先ほども申しました障害者の方の通学路道路、当然、子どもの通学の安全、一般的に

考えましてもその安全の確保を図らなければならない、いう面もございます。そういっ

たなかで、今後、小学校・中学校・高校と進学されるわけでございますけれども、学校

当局、また、教育委員会とも連携をとりながら、その対応ができるように努力をしてい

きたいというふうに思いますし、まだまだたいへん距離の長い、距離の長いといいます

か、通学路自体がたいへん広域にもわたる学区もございます。そういったなかで、十分

とは申せない各地域から、各区から学校からもご要望をいただいておる点もありますの

で、十分精査をしながら、その整備に努力をしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  ただいま鳥獣被害、集落営農についてご質問をいただいております。 

集落営農組織、それぞれ先ほど申しましたように、皆さま方厳しい状況の中で、今後

の将来の農業担い手の育成をはじめ努力をいただいておるわけでございます。基幹産業

であります農林業の振興の観点からも、市役所としても努力をしていきたいと思ってお

りますし、鳥獣被害、誠に深刻な状況であるということは私も熟知しております。また、

そういったなかで猪や、また、猿といったような被害もたいへんな状況にあり、先ほど

例として申されましたような、全滅の被害を受けられとるというふうな状況も聞いてお

ります。捕獲につきましては、猟友会の皆さん方をはじめ、ご関係の皆さま方にご尽力

を賜っておるわけでございますけれども、これも限度があるというふうなこともお伺い

しておる状況でございます。なかなか抜本的な施策が講じられないという部分もあるわ

けでございますけれども、この被害防止のための努力、防除施策の設置につきましては

京都府とともに、合わせまして６割の助成を行っておるわけでございますが、今後とも

その実情に対応できるべく、できる限りの努力をしていかなければならないと考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げるしだいでございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     答弁が終わりました。 

  森次議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（４４４４番番番番    森森森森    次君次君次君次君）））） ご回答ありがとうございました。早期の対応をどうぞよろ

しくお願いします。 

  これはお考えをお聞きするわけでないんですけども、６月の補正であげていただきま

したスポーツ教育、つまりクラブ育成費ということであげていただきましたけども、園

部少年野球クラブが世界大会に出場をしまして、たくさんの応援、そして行政の支援を

いただき、おかげさまで優勝という結果を残して帰ってまいりました。そのなかで子ど

もたちが、また、こういう支援していただける市で、そして地元の高校に行ってがんば

ろうという、今までにない新たな気持ちを持っていただきました。これについては今ま

での指導者、そして先輩たちの今までの努力だと思いますが、こういう南丹市としてき
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ちっとした施策がこれからもできますように、また、青少年の育成の方でいろいろ支援

の方をよろしくお願いしたいと思います。これに、スポーツに携わる者として一言お礼

を申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 森次議員の質問が終わりました。 

以上をもって、一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩といたします。 

３５分から再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

午午午午後後後後１１１１時時時時２４２４２４２４分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午午午午後後後後１１１１時時時時３４３４３４３４分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは、休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行いたしま

す。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第１５１５１５１５４４４４号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第１６６１６６１６６１６６号号号号までまでまでまで    

日程第日程第日程第日程第３３３３    議案第議案第議案第議案第１６７１６７１６７１６７号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第１６７１６７１６７１６７号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に日程第２、第３を一括して議題といたします。 

  質疑の通告に基づき、発言を許します。 

  ２１番、松尾武治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） それでは議案第１６７号、平成１８年度南丹市一般会

計補正予算の中から、スプリングスひよし管理運営基金の繰入金について質問をいたし

ます。 

この繰入金は基金条例で、その目的が指定されておりますが、１８年度の繰入額が当

初予算と今回の補正５００万円を加えると、４，９００万円となります。歳出目的をみ

ますと、管理委託料が２，２００万円、ポンプ工事費が１，５００万円、修繕費が７０

０万円、そして、今回の災害による天井修繕費が５００万円見込まれております。基金

の目的からすると、管理運営費として該当することになりますが、基金そのものの性質

からすると、突発的に起こる資金需要に対処し、スプリングスひよしの安定的な運営が

担保されるための基金と考えられます。温泉施設は腐食も早く、突発的な改修も予想さ

れます。基金はそのような事態が発生したときに取り崩すべきであり、今回のような災

害発生時の改修に基金を取り崩すと、将来に向けての運営に不安を感じますが、市長の

お考えをお伺いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君））））    松尾議員のご質問にお答えいたします。 

        ただいまの南丹市スプリングスひよし管理運営基金、この条例の中の設置目的につき

ましては、管理運営に必要な財源を確保し、円滑な事業の実施を図るとされております。
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そういった意味で今回の大雨に端を発した体育館の天井改修費につきましては、基金の

取り崩しとして適正なものであると判断いたしまして、さよういたしたしだいでござい

ますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     答弁が終わりました。 

松尾武治議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） 条例目的からすると、今、市長が当然お答えになられ

たことのとおりということになりますけれども、元々その基金というものの性質からす

ると、やはり今回のような突発的に起こったことに関しては、やはり今、市長が答えら

れた答弁の想定外というふうに私は認識しますので、このことにつきましては付託され

ます委員会の中で、詳細な議論をしていただきたいなというふうに思います。 

  質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     ほかに質疑はございませんか。 

八木眞議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２２２２２番番番番    八木八木八木八木    眞眞眞眞君君君君））））    通告外でよろしいでしょうか。通告しておりませんけど、

質問させていただきます。 

  先般質問いたしました園部町の５億４，０００万、それぞれの外郭団体に基金として

補助されました。そのなかでも、今現在、黒字でありながら５，０００万、また、１億

補助を出しておいて、それが仮勘定というんですか、仮の保留金の状態で各団体におか

れております。このことは非常に難しい財政上の処理の仕方を要求されると思いますの

で、もし緊急に必要のないものとするのならば、商工会のように、商工会に補助金出し

ておられるように、基金として積み立てられることが正しいのではないかと、このよう

に思います。その辺のことをお尋ねいたします。 

  経過対応になると思いますので、今すみません。取り消します。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     これは答弁ないですね。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２２２２２番番番番    八木八木八木八木    眞眞眞眞君君君君））））    はい、よろしいです。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ないようでございますので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第１５４号から議案第１６６号まで、及び議案第

１６７号から議案第１７３号までについては、お手元配布の議案付託表その１のとおり、

それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 

 

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第１７４１７４１７４１７４号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第２１６２１６２１６２１６号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    日程第４「議案第１７４号から議案第２１６号まで」を一括し

て議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君））））    ただいま上程いただきました園部町、八木町、日吉町、美山

町並びに南丹市の平成１７年度各会計の決算認定をお願いするにあたり、提案の説明を

させていただきます。 

        平成１７年度の決算につきましては、本年１月１日に園部町、八木町、日吉町、美山

町が合併し、南丹市となったことにより、旧町分で３３会計、南丹市分で１０会計の合

計４３会計の認定をお願いすることとなりました。平成１７年度を振り返りますと、国

の予算は２０１０年代初頭における基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの

黒字化を念頭におきつつ、構造改革を一層推進するための改革断行予算という基本路線

を継承し、一般歳出を実質的に前年度以下に抑制することで歳出改革路線を堅持・強化

した予算編成がなされました。一方、地方財政においては平成１６年度に引き続き大幅

な財源不足が生じ、平成８年度以降１０年連続して地方交付税が不足することが確実と

見込まれ、この財源不足を圧縮し、三位一体の改革の推進のためにも、安定的な財政運

営に必要な財源を確保することを最重要ポイントとして地方財政対策が決定されたもの

であります。合併前の各町においても三位一体改革の名の下による財政改革の影響を受

け、明確な税源移譲が行われないなかでの予算編成であったと推察いたしますが、それ

ぞれの町で町を閉じるにあたっての、また、新市発足に向けての予算編成がなされ、本

日その決算認定をお願いするものでございます。また、南丹市の決算におきましては、

旧町長の連名による予算編成方針により編成された予算に基づき執行されたものであり、

基本的には旧町の平成１７年度残部分の持ち寄り予算であります。 

  さて議案第１７４号、園部町一般会計決算においては、歳入総額６７億３，６０２万

５，０１５円、歳出総額６３億２，９８５万８，４４６円、歳入歳出差引額４億６１６

万６，５６９円、会計間繰替額１億７，０００万円、内訳といたしまして老人保健特別

会計に７，０００万円、介護保険特別会計に１億円の繰り替えであり、差引残高２億３，

６１６万６，５６９円であります。 

議案第１７５号、園部町国民健康保険特別会計決算においては、歳入総額７億９，３

４９万１，８０３円、歳出総額８億３，３２６万２７円、歳入歳出差引不足額３，９７

６万８，２２４円、一時借入金７，０００万円、差引残額３，０２３万１，７７６円で

あります。 

議案第１７６号、園部町老人保健特別会計決算においては、歳入総額１０億５，７８

４万８，６１５円、歳出総額１１億２，４８８万１，８７１円、歳入歳出差引不足額６，

７０３万３，２５６円、会計間繰替額、一般会計より７，０００万円、差引残高２９６

万６，７４４円であります。 

議案第１７７号、園部町簡易水道事業特別会計決算においては、歳入総額１，１８４

万７，６５３円、歳出総額１，１８２万９，３１８円、歳入歳出差引残額１万８，３３

５円であります。 
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議案第１７８号、園部町土地取得特別会計決算においては、歳入総額７，２８７万６，

１６３円、歳出総額７，１８７万６，１６３円、歳入歳出差引残額１００万円でありま

す。 

議案第１７９号、園部町商品券特別会計決算においては、歳入総額３，７１０万１，

０９３円、歳出総額２，０１６万６，２７４円、歳入歳出差引残額１，６９３万４，８

１９円であります。 

議案第１８０号、園部町介護保険特別会計決算においては、歳入総額５億７７万３，

８７２円、歳出総額５億９，３１５万２，６６１円、歳入歳出差引不足額９，２３７万

８，７８９円、会計間繰替額、一般会計より１億円、差引残額７６２万１，２１１円で

あります。 

議案第１８１号、園部町下水道事業特別会計決算においては、歳入総額６億５，２５

４万４，６１３円、歳出総額８億４０５万８，７４０円、歳入歳出差引不足額１億５，

１５１万４，１２７円、一時借入金１億６，０００万円、差引残額８４８万５，８７３

円であります。 

議案第１８２号、園部町上水道事業会計決算においては、３条収入総額２億９，２４

１万２，９３７円、３条支出総額２億５，２３４万９，２７４円、収入支出差引残額４，

００６万３，６６３円であります。４条収入総額１億５４５万６，０００円、４条支出

総額１億４，８９６万８，７３６円、収入支出差引不足額４，３５１万２，７３６円で

あり、不足額については内部留保資金等で補てんしました。 

議案第１８３号、八木町一般会計決算においては、歳入総額３９億７，６７４万２，

９１６円、歳出総額３３億７，２８２万１，１２０円、歳入歳出差引額６億３９２万１，

７９６円、会計間繰替額１億７００万円。内訳といたしまして国民健康保険特別会計に

４，０００万円、老人保健特別会計に７００万円、介護保険特別会計に６，０００万円

の繰り替えであり、差引残額４億９，６９２万１，７９６円であります。 

議案第１８４号、八木町国民健康保険特別会計決算においては、歳入総額５億６，８

３９万７，８９９円、歳出総額６億７万２，６７３円、歳入歳出差引不足額３，１６７

万４，７７４円、会計間繰替額、一般会計より４，０００万円、差引残額８３２万５，

２２６円であります。 

議案第１８５号、八木町簡易水道特別会計決算においては、歳入総額１億８，５９７

万４，３６１円、歳出総額１億５，２０７万７，９７２円、歳入歳出差引残額３，３８

９万６，３８９円であります。 

議案第１８６号、八木町老人保健特別会計決算においては、歳入総額６億６，４８１

万６，３９３円、歳出総額６億７，１４０万２，３５１円、歳入歳出差引不足額６５８

万５，９５８円、会計間繰替額、一般会計より７００万円、差引残額４１万４，０４２

円であります。 

議案第１８７号、八木町公共下水道特別会計決算においては、歳入総額２億２，３４
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２万１，９７８円、歳出総額６億６，４１１万２，９３７円、歳入歳出差引不足額４億

４，０６９万９５９円、一時借入金５億５，０００万円、差引残額１億９３０万９，０

４１円であります。 

議案第１８８号、八木町農業集落排水特別会計決算においては、歳入総額５，７８５

万７，６２４円、歳出総額４，５２６万２，０２６円、歳入歳出差引残額１，２５９万

５，５９８円であります。 

議案第１８９号、八木町介護保険特別会計決算においては、歳入総額３億８，７５３

万８，３０５円、歳出総額４億４，４４８万５，２５１円、歳入歳出差引不足額５，６

９４万６，９４６円、会計間繰替額、一般会計より６，０００万円、差引残額３０５万

３，０５４円であります。 

議案第１９０号、八木町上水道事業会計決算においては、３条収入総額７，６７０万

９，５２６円、３条支出総額４，９４８万７，７０６円、収入支出差引残額２，７２２

万１，８２０円であります。４条収入総額７７５万９，５５０円、４条支出総額１，１

０５万５，３３７円、収入支出差引不足額３２９万５，７８７円であり、不足額につい

ては内部留保資金等で補てんしました。 

続いて、議案第１９１号、日吉町一般会計決算においては、歳入総額３２億７，４９

３万３１７円、歳出総額３４億１０１万８，１４７円、歳入歳出差引不足額１億２，６

０８万７，８３０円、一時借入金２億円、差引残額７，３９１万２，１７０円でありま

す。 

議案第１９２号、日吉町国民健康保険特別会計決算においては、歳入総額４億５２６

万６，８６３円、歳出総額３億９，１１２万２，０４６円、歳入歳出差引残額１，４１

４万４，８１７円であります。 

議案第１９３号、日吉町簡易水道事業特別会計決算においては、歳入総額１億６，８

１７万１，３５７円、歳出総額１億３，９４５万８，５４０円、歳入歳出差引残額２，

８７１万２，８１７円であります。 

議案第１９４号、日吉町老人保健特別会計決算においては、歳入総額５億５，３００

万５，１７９円、歳出総額５億９，２６３万３，１９７円、歳入歳出差引不足額３，９

６２万８，０１８円、一時借入金４，０００万円、差引残額３７万１，９８２円であり

ます。 

議案第１９５号、日吉町農業集落排水事業特別会計決算においては、歳入総額６，０

６１万４，８５７円、歳出総額６，９４４万５，１５２円、歳入歳出差引不足額８８３

万２９５円、一時借入金９００万円、差引残額１６万９，７０５円であります。 

議案第１９６号、日吉町特定環境保全公共下水道事業特別会計決算においては、歳入

総額２億２，０４５万６，７７６円、歳出総額２億１，１４０万２，６２８円、歳入歳

出差引残額９０５万４，１４８円であります。 

議案第１９７号、日吉町土地取得特別会計決算においては、歳入総額１２万７，９７
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８円、歳出総額１２万７，９７８円、歳入歳出差引残額０円であります。 

議案第１９８号、日吉町町営バス運行事業特別会計決算においては、歳入総額３３１

万２，１６２円、歳出総額１，２１０万７，５８９円、歳入歳出差引不足額８７９万５，

４２７円、一時借入金９００万円、差引残額２０万４，５７３円であります。 

議案第１９９号、日吉町介護保険特別会計決算においては、歳入総額３億７，２１９

万２，４４４円、歳出総額３億７，２４０万７，５１３円、歳入歳出差引不足額２１万

５，０６９円、一時借入金１００万円、差引残額７８万４，９３１円であります。 

議案第２００号、美山町一般会計決算においては、歳入総額３３億６５９万７，３１

２円、歳出総額３４億３，６７１万８，２１８円、歳入歳出差引不足額１億３，０１２

万９０６円、一時借入金２億３，０００万円、差引残額９，９８７万９，０９４円であ

ります。 

議案第２０１号、美山町国民健康保険特別会計決算においては、歳入総額３億４６３

万３，０５６円、歳出総額３億５，３６２万８，８１４円、歳入歳出差引不足額４，８

９９万５，７５８円、一時借入金６，０００万円、差引残額１，１００万４，２４２円

であります。 

議案第２０２号、美山町簡易水道特別会計決算においては、歳入総額９，８４９万１，

４２６円、歳出総額２億５，８２９万５，３０８円、歳入歳出差引不足額１億５，９８

０万３，８８２円、一時借入金１億７，０００万円、差引残額１，０１９万６，１１８

円であります。 

議案第２０３号、美山町老人保健特別会計決算においては、歳入総額４億９，０２８

万５，２８６円、歳出総額４億９，９４３万７，４９２円、歳入歳出差引不足額９１５

万２，２０６円、一時借入金１，５００万円、差引残額５８４万７，７９４円でありま

す。 

議案第２０４号、美山町営バス運行事業特別会計決算においては、歳入総額３，８９

５万８，４２５円、歳出総額６，０９４万４，８０８円、歳入歳出差引不足額２，１９

８万６，３８３円、一時借入金２，５００万円、差引残額３０１万３，６１７円であり

ます。 

議案第２０５号、美山町農業集落排水事業特別会計決算においては、歳入総額１億４，

７０９万５，６８９円、歳出総額２億９，０１９万８，５２４円、歳入歳出差引不足額

１億４，３１０万２，８３５円、一時借入金１億５，０００万円、差引残額６８９万７，

１６５円であります。 

議案第２０６号、美山町介護保険特別会計決算においては、歳入総額２億７，５３９

万２，１３８円、歳出総額３億１，３８１万８，５９１円、歳入歳出差引不足額３，８

４２万６，４５３円、一時借入金５，０００万円、差引残額１，１５７万３，５４７円

であります。 

次に、議案第２０７号、南丹市一般会計決算においては、歳入総額１０８億５，５０
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８万１，１６１円、歳出総額１０２億９，９２９万９１２円、歳入歳出差引残額５億５，

５７９万２４９円、繰越明許費、事故繰越に係る翌年度への繰越額１億１，５５３万３，

０００円、実質収支額４億４，０２５万７，２４９円であります。 

議案第２０８号、南丹市国民健康保険事業特別会計決算においては、歳入総額１３億

１，７７９万２，７０９円、歳出総額１２億８，６６５万７，０４４円、歳入歳出差引

残額３，１１３万５，６６５円であります。 

議案第２０９号、南丹市老人保健事業特別会計決算においては、歳入総額１４億５，

０６９万８６９円、歳出総額１４億４，９７１万３，８８９円、歳入歳出差引残額９７

万６，９８０円であります。 

議案第２１０号、南丹市介護保険事業特別会計決算においては、歳入総額１１億２，

８２２万６，４２８円、歳出総額１０億２，９０５万５，１９５円、歳入歳出差引残額

９，９１７万１，２３３円であります。 

議案第２１１号、南丹市市営バス運行事業特別会計決算においては、歳入総額５，８

６４万４，５５０円、歳出総額５，３２７万６，０７２円、歳入歳出差引残額５３６万

８，４７８円であります。 

議案第２１２号、南丹市簡易水道事業特別会計決算においては、歳入総額１０億２，

８０３万６９３円、歳出総額１０億８６万７，３２２円、歳入歳出差引残額２，７１６

万３，３７１円、継続費逓次繰越及び繰越明許費に係る翌年度への繰越額２２万２，７

５０円、実質収支額２，６９４万６２１円であります。 

議案第２１３号、南丹市下水道事業特別会計決算においては、歳入総額２７億７，６

４９万４，３９６円、歳出総額２６億８，７６９万２０円、歳入歳出差引残額８，８８

０万４，３７６円、繰越明許費に係る翌年度への繰越額１７万２，０００円、実質収支

額８，８６３万２，３７６円であります。 

議案第２１４号、南丹市商品券事業特別会計決算においては、歳入総額２，０６１万

５，３１９円、歳出総額５７６万５，２０７円、歳入歳出差引残額１，４８５万１１２

円であります。 

議案第２１５号、南丹市土地取得事業特別会計決算においては、歳入総額１億１，６

５６万３，３５９円、歳出総額１億１，５５６万３，３５９円、歳入歳出差引残額１０

０万円であります。 

議案第２１６号、南丹市上水道事業会計決算においては、３条収入総額１億１，８９

６万７，６９９円、３条支出総額１億６９３万６，９７４円、収入支出差引残額１，２

０３万７２５円であり、４条収入総額１億１６７万５００円、４条支出総額２億９，８

６７万７，０５５円、収入支出差引不足額１億９，７００万６，５５５円であり、不足

額については内部留保資金等で補てんしました。 

 平成１７年度途中の合併により、旧町決算が打ち切りとなりましたことにより、会計

によっては会計間繰替、または一時借入金が必要となりましたが、これらを引き継いだ
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南丹市各会計においては、すべて黒字で決算できましたことは、議員各位のご理解と南

丹市民各位のご協力のたまものと存じております。決算書と合わせまして、事業報告書

として主要な施策の成果説明書を別冊資料といたしておりますので、ご参考にしていた

だければと存じております。また、決算の内容につきましては１０日間にわたり監査委

員さんにより審査を受け、その結果は決算報告書のとおりであり、決算過程でのご意見

等につきましても十分に尊重し、善処してまいる所存であります。 

 何とぞご審議をいただき、認定を賜りますようお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 提案理由の説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 平成１７年度各会計決算につきましては、議長及び監査委員を除く全議員を委員とす

る決算特別委員会を設置し、付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めて、さよう決します。 

 

日程第日程第日程第日程第５５５５    請願審査請願審査請願審査請願審査についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    次に日程第５「請願審査について」を議題といたします。 

  本定例会に受理いたしました請願は２件であります。 

  お諮りします。 

  お手元配布の文書表記載の委員会に付託することにいたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認め、さよう決します。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））     以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

次の本会議は、９月２９日に再開いたします。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  ご苦労でした。 

午午午午後後後後２２２２時時時時０８０８０８０８分散会分散会分散会分散会    

 

 

 


